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            開会 午前９時30分 

○議長（谷 康男君） おはようございます。 

 携帯電話をマナーモードに切り替えてください。 

 なお、10月末までの間、クールビズを実施することとし、ネクタイ、上着の着用は自由

とします。 

 傍聴の方に申し上げます。 

 傍聴席では私語を慎み、また許可なく録音、撮影はできませんので、ご協力をお願いい

たします。 

 本日は、何かとご多忙のところご参集くださいましてありがとうございます。 

 今期定例会の議事日程につきましては、去る６月９日開催の議会運営委員会におきまし

て、お手元に配付のとおり決定しましたので、皆様のご協力をお願いいたします。 

 開会に先立ちまして、町長から今期定例会招集のご挨拶があります。町長。 

○町長（松本 篤君） 本日、令和３年小豆島町議会第２回定例会が開催されるに当たり

まして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 議員の皆様には何かとご多用の中ご出席を賜り、誠にありがとうございます。 

 さて、昨年８月に本町において初めて新型コロナウイルス感染症の陽性者が確認されて

以来、年末にはクラスターの発生、また、ゴールデンウイーク以降も断続的に感染者が確

認されており、身近なところで起こり得るウイルスの脅威を実感するところであり、依然

として予断を許さない状況にあります。 

 一方、本町におきましても、小豆郡医師会をはじめ関係者の皆様の格別のご理解、ご協

力の下、ワクチン接種が順次進められており、一日も早く穏やかな日常が戻ることを願う

ばかりであります。 

 さて、今期定例会では、専決処分の報告１件、繰越計算書の報告１件、条例案件１件、

契約案件２件、補正予算の審議１件をご提案させていただくこととしております。議案の

内容につきましては後ほど説明させていただきますが、十分ご審議いただき、ご議決賜り

ますようお願いいたしまして、誠に簡単ではございますが、今期定例会に当たってのご挨

拶といたします。 

○議長（谷 康男君） 本日の欠席届出議員は５番藤井議員です。ただいまの出席議員は

13名で、定足数に達しておりますので、本日の第２回定例会は成立しました。 

 これより開会します。（午前９時32分） 

 直ちに本日の会議を開きます。 
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 日程に入る前に報告事項でありますが、２月25日以降６月８日までの主要事項に関する

報告、監査委員からの例月出納検査の結果報告３件は、お手元に配付のとおりであります

ので、朗読は省略します。 

 これより日程に入ります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（谷 康男君） 日程第１、会議録署名議員の指名についてでありますが、会議規

則第125条の規定により、11番安井信之議員、12番鍋谷真由美議員を指名しますので、よ

ろしくお願いいたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 会期の決定について 

○議長（谷 康男君） 次、日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 今期定例会の会期でありますが、配付しております日程表のとおり、本会議の会期は本

日１日にしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 異議なしと認めます。よって、今期定例会は本日１日と決定しま

した。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 一般質問 

○議長（谷 康男君） 次、日程第３、一般質問を行います。 

 通告を受けておりますので、順次発言を許します。 

 なお、一般質問の時間を守っていただくために、５分前に事務局長が札を出します。そ

の後の時間配分に十分ご留意いただきますようお願いいたします。 

 お断り申し上げます。議会広報作成のため、事務局職員が一般質問の間、質問議員の写

真を撮影を行いますので、ご了承いただきますようお願いいたします。４番森弘章議員。 

○４番（森 弘章君） それでは、早速ですが、私は坂手港の将来展望について質問をさ

せていただきます。 

 小豆島は、いにしえより瀬戸内海の海運業とともに栄えてきたが、今日においても、島

と四国や本土とを結ぶ交通手段は海上交通、すなわち、航路が唯一のものであり、特に坂

手港については、島と阪神とを直結する唯一の港でもあります。その坂手港は、かつて島
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民にとって、島外への進学、就職、また新婚旅行等、おのおの人生の出発点でもあり、多

くの色とりどりのテープで見送り、見送られる光景は今でも記憶によみがえります。ま

た、観光小豆島にとってドル箱とも言うべき京阪神の膨大な人口密集地への直結便とし

て、多くの人たちに利用されてきた航路でもありました。 

 私自身、昭和の高度成長期に坂手公民館に勤務していたこともあり、当時、坂手地区

は、旅館やホテル、土産物店など活況を呈していたが、その後、大型客船から高速船に、

そして平成18年には航路の廃止といった変遷をたどり、10年前の平成23年、ジャンボフェ

リーによる阪神航路は復活したものの、その間、航路の縮小や廃止と歩調を合わせるよう

に、旅館やホテル、商店などは次々となくなり、現在に至っています。しかしながら、こ

のような状況下ではあるが、坂手港は、瀬戸芸のテーマでもある海の復権とともに、まち

の復権のみならず、小豆島の将来展望に大きな期待を担う港であると今でも考えています

が、そこで質問いたします。 

 まず、今年度予算において、旧サイクリングターミナル跡に港務所機能を有する複合施

設の設計委託料が計上されているが、その施設内容や施設本体の建設計画、また竣工予定

はいつか。２番目として、また、今後、こうした施設を核とした坂手港周辺を含む坂手港

周辺整備の今後のまちの方向性はどのように考えているのか。最後に３番目といたしまし

て、加えて、以前、近隣の水族館誘致の際に収得した町有地について、今後どのように活

用しようと考えているのか。以上３点をお尋ねします。 

○議長（谷 康男君） 町長。 

○町長（松本 篤君） 森弘章議員から坂手港の将来展望のご質問をいただきました。 

 施政方針で申し上げたとおり、航路は、人々の暮らし、観光、物資の流通など島の繁栄

を築き上げ、欠くことのできないもので、地域住民の日常生活や社会生活にとって大切な

ものであり、その基盤となる港の整備は重要なものと考えております。 

 平成26年に制定した海の道を生かし、アートや文化による地域活性化を目指す条例で、

町は坂手港及びその周辺地域において、拠点整備として、新たな文化の創造などに資する

活動拠点及び交流拠点、教育、文化の振興に資する施設、港湾機能の強化に資する施設、

観光拠点として必要な情報発信施設、その他海の道を生かし、アートや文化による地域づ

くりに必要な施設の計画的な整備と航路維持に向けた取組に努めるとしております。今回

の坂手港の再整備につきましては、この条例に基づくものであると同時に、一般廃棄物最

終処分場整備に当たり、地元坂手自治会からご要望をいただいているものでございます。 

 坂手港は、島内唯一の水深が6.0メーターある港で、神戸、高松航路の定期航路のみな
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らず、クルーズ船の受入れを行っている港であり、町といたしましても、港の活性化は必

須であり、昨年度、サイクリングターミナルを除却したことから、跡地に拠点となる施設

整備を行っていきます。この施設は、港務所機能だけではなく、交流拠点施設として、町

民、観光客、移住者、域学連携などの多様な基幹機能を持たせたいと考えております。 

 今後の予定といたしましては、設計業務委託を今年度行い、国の補助も活用して施設整

備を実施してまいりたいと考えておりますので、ジャンボフェリー新造船の就航時には間

に合いませんが、早期に事業完了を目指してまいります。 

 新たに取得した土地を含め、坂手港の周辺整備につきましては、ジャンボフェリーをは

じめとする関係者の皆様と連携を図り、小豆島の発展に向けた今後の在り方を検討してま

いります。 

 なお、詳細につきましては、担当課長から答弁をいたします。 

○議長（谷 康男君） 建設課長。 

○建設課長（唐橋幹隆君） 私のほうからは、坂手港再整備につきましてご説明いたしま

す。 

 来年度の新造船就航に当たって、県が東側の岸壁の水深を6.5メーターに、延長を17メ

ーター延ばす工事を現在行っております。拠点施設としてのターミナルにつきましては３

階建てを考えており、先ほど町長が申し上げたとおり、港務所機能だけではなく、交流機

能を併せ持つ施設を計画しております。具体的には、移住者に対しての相談窓口となり、

移住体験などができる機能、大学などとの域学連携ができる機能、地元住民と来訪者が交

流できる機能、コワーキングスペースなどを盛り込んでいきたいと考えております。ま

た、建物内から新造船の客室フロアに直接乗船できる人道橋も計画しております。 

 なお、既設の人道橋につきましては、新造船の下船用として、また、既存の船の乗下船

用として活用することとしております。 

 周辺整備につきましては、新ターミナルを軸に、駐車スペース、乗船する車両の待機ス

ペース、バスの回転場、多目的広場を考えております。港の背後地は町有地であります

が、周辺の土地には町が水族館誘致の際に取得し、現在、ジャンボフェリーに貸し付けて

いる土地のほか、ジャンボフェリーが所有する土地もありますので、今後、官民連携によ

り機能分担しながら面的整備を進めていきたいと考えております。 

 いずれにしましても、今年度発注の設計業務委託により詳細な計画を煮詰めていく過程

で、必要に応じ議会の皆様にご報告させていただき、ご意見を伺ってまいりたいと思って

おります。 
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 同じく、水族館誘致の際に町が取得した瀬の倉漁港周辺の土地につきましては、漁港内

に用地が少ないことから、今年度において漁港利用計画を変更し、漁業協同組合が漁港施

設用地として利用することを計画しております。以上です。 

○議長（谷 康男君） 森議員。 

○４番（森 弘章君） ありがとうございます。いろいろ航路問題で揺れてます昨今でご

ざいますので、前向きに取り組んでいただいたらと思います。 

 そこで、再度ではありますが、先ほど町長の答弁にもありましたが、坂手港周辺の整備

に関連しての事項で、令和４年９月、新造船ジャンボフェリーが就航との話を伺っており

ます。それらを含めて、坂手港周辺での民間の活力の活用もしくは官民一体となったいろ

いろな事業、イベント等などは計画されないのか、その辺を、民間活用の話でもあります

ので、答弁できる範囲で結構ですのでお願いしたらと思います。 

○議長（谷 康男君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（川宿田光憲君） 森弘章議員の再質問にお答えさせていただきます。 

 平成23年７月６日にジャンボフェリーが就航いたしまして、今年ではや10年になりま

す。町長の答弁にありましたように、港は、島の発展に欠くことのできない重要な拠点で

ございまして、港の再整備に合わせたまちづくりを一体的に進めることは、地方創生の観

点からも大切な視点と考えてございます。 

 今回のターミナルをはじめとする港の再整備に合わせまして、例えば民間活力による宿

泊施設の整備でございますとか新たな飲食店の展開、それから、地域住民の手による産直

でございますとかまち歩きツアーの実施など、ハード、ソフト両面から、新造船の就航と

連携した施策の在り方につきまして関係者とも協議を深め、検討してまいりたいと考えて

ございます。以上でございます。 

○議長（谷 康男君） 森議員。 

○４番（森 弘章君） ありがとうございます。できましたら増便もお願いしたらと思い

ますが、なかなかそういう話も難しいかと思いますが、前向きによろしくお願いいたした

いと思います。以上、質問を終わります。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（谷 康男君） 次、13番浜口勇議員。 

○１３番（浜口 勇君） 私は、新型コロナの今後についてということで質問をいたしま

す。 

 全国では、新型コロナウイルス対応の改正特別措置法に基づき発令している緊急事態宣



- 6 - 

言とまん延防止等重点措置を適用している地域がある中で、次の点について質問いたしま

す。 

 １つ目は、６月16日本日現在のワクチンの町内での接種状況はどうなのか。２番目に、

町内接種16歳以上の終了はいつになるのか。３番目に、今回、小学生、中学生の感染があ

りましたが、16歳未満の若者への接種の対応はどうするのか。それから４番目に、接種を

受けなかった方、というのは、約20％の方がいろんな事情で接種を受けないのではないか

と予想されておりますが、新型コロナにこの方々が感染した場合にどうなるのであろうか

ということを心配をいたしております。５番目に、人の流れを制限するために日本経済は

大打撃を受けていて、小豆島町内でも同じであります。新型コロナは終息すると思われて

いるかどうか。全国だけじゃなく、世界中にコロナが感染しとる状況であります。そして

また、新型コロナ流行の以前の社会あるいは経済状況に戻るのだろうか、非常に心配をい

たしておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（谷 康男君） 町長。 

○町長（松本 篤君） 浜口議員から新型コロナワクチンについてのご質問をいただきま

した。 

 初めに、コロナ後の社会経済状況について答弁をさせていただきます。 

 コロナ後の社会経済状況につきましては、人類と感染症の関わりは歴史は古く、例え

ば、中世ヨーロッパにおいて人口の３分の１が死亡したと言われるペスト、また、大正７

年から世界中で５億人以上の方が感染し、死亡者数が２千万人とも４千万人とも言われ

る、いわゆるスペイン風邪など幾つもの感染症の影響を受けてきたものの、克服してまい

りました。 

 一方、18世紀以降、ワクチンの開発や抗生物質の発見により、感染症の予防、治療方法

が飛躍的に進歩しましたが、21世紀に入ってからも、ＳＡＲＳや今回の新型コロナウイル

スの流行など、いまだ感染症の脅威に向き合っているのが現状でございます。 

 今、国、地方が一丸となってあらゆる対策を講じ、過去の例と同じように、この新型コ

ロナウイルス感染症を克服し、迅速にコロナ前の社会を取り戻そうとしているところでご

ざいます。小豆島町におきましても、ダメージを最小に、できる限り早期に町民の安全・

安心を取り戻せるよう、あらゆる施策に全力を尽くしたいと考えているところでございま

す。 

 次に、新型コロナウイルス対策として最も効果が期待されているワクチン接種の進捗状

況について申し上げます。 
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 町民へのワクチン接種を加速化するため、冒頭のご挨拶の中でも申し上げましたが、小

豆郡医師会をはじめ、香川県、香川大学、ナースサポートセンター、また薬剤師会などの

ご協力によりイマージュセンターでの集団接種の実施のほか、医療機関での接種枠を拡大

することができました。これらのことから、政府が目標とする７月末での高齢者への接種

完了についてめどが立ったものの、ファイザー社のワクチンについて、12歳以上16歳未満

の方が新たに接種対象となるなど、日々変化しているのが現状でございます。 

 いずれにいたしましても、希望する方が速やかに接種できるよう取り組んでまいりたい

と考えておりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 次に、３点目と４点目のご質問でございます。 

 できる限り多くの方が接種することが高い効果が得られると思いますが、ワクチン接種

の対象とならない方、やむなく接種を希望しない方を含め、社会全体で感染予防対策を継

続することが何よりも重要でございます。また、万が一、感染しても安心して医療を受け

られる体制を維持することが重要であると考えておるところでございます。 

 なお、現在の接種状況及び接種完了見込みにつきましては、担当課長から説明をさせま

す。 

○議長（谷 康男君） 健康づくり福祉課長。 

○健康づくり福祉課長（濵田 茂君） 私から２点についてご説明申し上げます。 

 初めに、昨日時点のワクチンの接種状況でございます。あくまで暫定値になりますが、

本町の高齢者のうち２回接種完了者は445名、高齢者人口の7.3％、１回の接種の方は約

2,660名、44％となっております。 

 なお、現在、予約の受付は60歳以上の方を対象に行っておりまして、５月12日の受付の

開始からの累計は、昨日時点で約5,820名となっております。 

 次に、住民全体への接種の完了見込みでございます。新たなワクチンの使用や島内の感

染状況など、接種完了時期をお示しするには不透明な状況にありますが、新たな政府の目

標である11月末の完了を目指しているところでございますので、ご理解をお願い申し上げ

ます。以上です。 

○議長（谷 康男君） 浜口議員。 

○１３番（浜口 勇君） 集団接種の点ですけども、香川大学医学部附属病院の研修医の

派遣によります集団接種は、イマージュセンターで６月５日からスタートしたと。毎週土

曜日、日曜日に、この集団接種が実施され、高齢者の接種が７月末までに完了のめどが立

ち、この体制を維持して希望する全住民の接種を完了させたいと濵田課長さんの報道があ
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りましたけれども、集団接種体制は、希望する方々の接種が完了するまで集団接種体制と

いうのは維持してもらえるんでしょうか。 

○議長（谷 康男君） 健康づくり福祉課長。 

○健康づくり福祉課長（濵田 茂君） 香川大学との契約につきましては、取りあえずは

７月末までの期間となってますが、その契約条項の中に、双方の合意の上、延長すること

が可能であるというような文言となっております。香川大学の指導教官である先生から

も、引き続き完了まで取り組んでいきたいなというようなお話をしてますので、契約は更

新されるものと考えております。以上です。 

○議長（谷 康男君） 浜口議員。 

○１３番（浜口 勇君） ６月９日の党首討論で菅義偉首相は、10月か11月にかけて希望

する国民全員への接種完了を目標にしとるということを明言されましたけど、小豆島町で

も、この日程で完了できますか。 

○議長（谷 康男君） 健康づくり福祉課長。 

○健康づくり福祉課長（濵田 茂君） 小豆島町の状況について申し上げますと、高齢者

の人口が接種対象者の約半数ということになっております。現在のスピードを維持できれ

ば菅総理大臣の接種目標には達成できるのかなとは思っておりますが、何分、台風時期と

か予期せぬこともありますので、着々と進めてまいりたいと思っております。以上です。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（谷 康男君） 次、９番森崇議員。 

○９番（森  崇君） 私からは３問の質問をさせていただきます。 

 最初に、町長の施政方針強化のためにも直接民主主義の強化をということです。４月

23日の毎日新聞に、宝物を次世代へということで、「島の稼ぐ力」育むと大きな見出しが

あり、松本町長のインタビューが掲載されておりました。読みますと、「コロナ逆手に移

住促進」とあります。高齢化率が県で一番高く43％とも書かれております。力を入れてい

る政策として、妊婦応援給付金事業の継続とともに、新生児６万円の給付を新たに実施と

も書かれていました。 

 町広報に書かれている施政方針がこうして広がるのはよいことなんですが、何人の方が

この記事を読んでいるのかと思いました。オリーブ、醤油、二十四の瞳、八十八ヶ所の霊

場を宝物と捉えて、少しでも人口減少を緩やかにして、宝物を次世代に継ぐのが使命とし

ています。 

 私は、こうした方針を町民に直接聞いてもらうことや町民の生の声を聞くのが大切だと
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いうふうに思っています。今はコロナが蔓延していますので、すぐに行うべきと言ってい

るのではございません。記事の中には災害のことも書かれ、町職員が危機管理研修プログ

ラムに取り組み、災害時にリーダーになれるよう努めていることも記載されていました。

町の姿勢を広げるためには町民の中に入っていくのが一番で、こうした動きこそ直接民主

主義だと思うのですが、ということでございます。 

○議長（谷 康男君） 町長。 

○町長（松本 篤君） 森崇議員から私の町政に対する考えを町民の皆様に直接お伝え

し、町民の生の声を聞く機会を設けてはとのご質問をいただきました。 

 町政のことを町民の皆様へ幅広く丁寧にお伝えし、私が進める政策についてご理解をい

ただき、ご協力を賜ることは極めて大切であると考えております。このため、令和３年度

からの新たな取組として、まちの情報お届け講座を実施し、希望する団体やグループに対

して、私や職員が直接お伺いし、町民の皆様に町が取り組んでいる様々な施策についてご

説明する機会を設けていきたいと施政方針で申し上げたところでございます。 

 また、４月26日に開催いたしました小豆島町自治連絡協議会におきましても、講座の概

要を取りまとめた資料を配付し、出席された全ての自治会長さんへお知らせしたところで

ございます。 

 議員ご質問のとおり、新型コロナウイルス感染症の拡大により、まちの情報お届け講座

の開始は見合わせておりますが、コロナの状況がもう少し落ち着きましたら、広報紙やホ

ームページなどで幅広くお知らせし、町民の皆様の希望に添いながら出向いてまいりたい

と考えておるところでございます。 

 お届け講座の詳細につきましては、担当課長から説明をさせます。 

○議長（谷 康男君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（川宿田光憲君） 私からは、まちの情報お届け講座の内容につきまして

ご答弁いたします。 

 講座の実施方法につきましては、町長をはじめ職員が町民の皆様の元に出向き、町政情

報をお届けするもので、様々な施策に対する町民のご理解をいただくとともに、職員が説

明の機会や場を経験することで職員の資質向上を目指そうとするものでございます。 

 講座の例を申し上げますと、町長の施政方針をはじめ、防災講座や介護予防、感染症対

策、ごみの分け方、出し方、有害鳥獣対策など町政施策全般を考えております。 

 講座を利用できる方につきましては、町内に在住されている方あるいは町内で働いてい

る方などで、少人数でのグループを考えており、平日の９時から夕方５時までのうち、最
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大１時間程度で始めたいと考えてございます。 

 本来であれば、４月から講座の内容をお知らせし、取組を開始したかったところでござ

いますけれども、コロナの状況がもう少し落ち着きましたら積極的にＰＲし、町民の皆様

の中へ入っていきたいと考えてございますので、ご理解とご協力をお願い申し上げ、ご答

弁とさせていただきます。 

○議長（谷 康男君） 森崇議員。 

○９番（森  崇君） それでは、地区からの要望、日にちは別なんですけど、地区から

要望したら、その地域に来てもらえるんですね、再確認ですけど。 

○議長（谷 康男君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（川宿田光憲君） おっしゃるとおりでございまして、ご要望がございま

したら出向いてまいりたいと考えてございます。以上です。 

○議長（谷 康男君） 森崇議員。 

○９番（森  崇君） ２番目に、草壁港を守り、高松航路を続ける決意を固めるべきと

いうことで質問いたします。 

 草壁航路を守る必要は島民として当然でございまして、あの決起集会をはじめ、人々の

熱い願いを実現するのが使命と考えております。池田港がよくなることは当然の結果であ

り、このことに不満に思ったことは一度もございません。高松への医者通いや観光客の方

などを考えても、この３航路をなくすことは考えられません。土庄航路、池田航路、草壁

航路の３航路とも続ける決意を改めて固めています。 

 人口、観光、商店などの多さで草壁港だとの声もあったと思いますが、それは単なる数

字でございます。池田航路が要らないとの答えにはなりません。間違っていると思いま

す。草壁航路を守る根拠でもございません。意見が分かれている原因の一つなら修正の必

要がございます。 

 今年１月に発行された小豆島町老連第７号で意見交換された１番目に、ブルーラインの

高松航路の要望について記載されています。将来を考えても、３航路を守っていただくこ

とを熱望いたします。池田港の駐車場も急いで広くしてもらいたいと思います。町長の決

意を改めてお聞きします。 

○議長（谷 康男君） 町長。 

○町長（松本 篤君） 森崇議員から草壁高松航路を続ける決意についてご質問をいただ

きました。 

 初めに、昨年の12月議会での議員のご質問に対し、小豆島の６つの港はそれぞれに歴史
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と役割があり、全ての港が住民の暮らしと産業を支える重要な機能を担っているとお答え

したところでございます。私といたしましては、島とつながる全ての航路が大切であると

考えておりますし、その思いは今も変わっておりません。 

 したがいまして、３月議会において繰り返し申し上げましたように、草壁高松航路は、

地域住民の日常生活や社会生活にとって大切な指定航路であり、クルーズの魅力も併せ持

つことから、将来においても魅力と可能性を持っていると考えております。 

 今後におきましても、草壁港の機能の維持管理を継続し、交流人口の拡大、産業の活性

化、文化活動の推進を図り、町と島の魅力を高め、海の復権と全ての港の活性化を目指し

たいと考えておるところでございます。 

 池田港の駐車場拡張につきましては、担当課長より答弁をさせます。 

○議長（谷 康男君） 建設課長。 

○建設課長（唐橋幹隆君） 私からは池田港の駐車場につきましてお答えいたします。 

 現在、埋立て時に整備しております駐車場以外に、西側の町の埋立地に46台の臨時駐車

場を整備しております。今後、駐車場が不足する状況になれば随時拡張する予定でありま

すので、ご理解いただきますようお願いいたします。 

○議長（谷 康男君） 森崇議員。 

○９番（森  崇君） 草壁から高松港の航路存続の気持ちは高くなるばかりでございま

す。時間もたちましたし、本当に必要な航路なので、町民大会をやるべきだということ

を、ある年配の女性から言われました。草壁地区の議会の報告会でございますが、43名出

席して、ほとんどの方が必要だと手を挙げてくれました。町民の必死さからも、何とかし

てもらいたいというふうに今も思ってます。町長の施政方針にも、航路問題で今も言より

ましたけど、町と島の魅力を高め、海の復権と全ての航路の活性化を目指すと述べていま

す。全くふさわしい方針と思っています。 

 また、６月10日の朝日新聞でございますが、持続可能な観光ガイドとして、四国から初

めて小豆島町と愛媛の大洲市の一般社団法人がモデル地区になりました。記者会見では、

国内外の観光客に選ばれる観光地になるためと松本町長の決意もうかがえる記事でござい

ました。世界観光機関など約50の国際機関の協議会から選ばれており、大きなチャンスに

捉えて頑張ってほしいのでございます。それを一言答弁願いたいと思います。 

○議長（谷 康男君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（川宿田光憲君） まず、町民決起大会でございますけれども、現在、コ

ロナの感染が広がってる中で、なかなか大人数を集めての開催っていうのは難しいと思わ
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れますし、実際に担っていただけるような事業者の声と申しましょうか、動きと申しまし

ょうか、そういったものが必要かなと考えてございます。 

 それから、当然、観光のモデルに認定されたことで、今後ますますポストコロナに向け

て交流人口の拡大、これをしっかりと図っていきたいと考えてございます。以上です。 

○議長（谷 康男君） 森崇議員。 

○９番（森  崇君） これ昨日、おとついですかね、６月14日に伊吹島在住者の航路、

運賃半額にするという新聞が小さく出ました。人口が400人ということで小さいんですけ

ども、そういった意味では、島国というのは航路なくしてやっていけませんので、いろい

ろ考えてもらいたいと。今、草壁港で僕ら随分悩んでますけど、見ておいでるかも分から

んけど、伊吹島、いりこの島でございますが、再度決意をお願いしたいと思います。 

○議長（谷 康男君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（川宿田光憲君） 私も、その記事は拝見させていただきまして、もとも

と市のほうで運営を行っていたものを民間事業者の方がやられるのに合わし、市のほうが

助成して運賃を下げるという内容をお聞きいたしております。 

 そういった状況がある中で、改めての決意ということでございますけれども、やはり、

町長の答弁にもありましたように、まずは島の魅力をしっかりと上げていくということで

航路の可能性を残すということでご理解をいただければと思います。以上でございます。 

○議長（谷 康男君） 森崇議員。 

○９番（森  崇君） ３番目に入ります。線状降水帯についてでございます。 

 災害対策基本法が５月20日に改正されました。四国新聞では、線状降水帯は豪雨災害の

一因とされ、気象庁は６月中旬、顕著な大雨に関する気象情報を発表して、避難行動を５

段階に表すそうでございます。私の地区は、県二級河川木庄川の掃除を今、５月、７月、

12月にしております。昔は３月、５月、７月、９月、12月の５回していたそうでございま

す。現在は３回でございます。 

 昭和49年７月６日午前９時から７日の９時までの24時間の雨量ですが、当時、太陽の丘

365ミリ、これ１日です。内海ダム295ミリ、寒霞渓道路352ミリ、岩谷321ミリ、福田

338ミリ、海の向こうの引田は264ミリでございました。当時の島タクの所長が、すごい雨

のことを土庄営業所に電話して、今、机の上から電話してると、ものすごい水が出て、タ

クシーも流れてましたけど、うそつけ、土庄は今、日が照っとると否定したようでござい

ます。確かに、土庄は同じ24時間で28ミリ、高松は６ミリでございました。高松はほとん

ど雨が降っていなかったのでございます。２年後の昭和51年のときも大雨でございまし
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た。この２回の大災害、小豆島で68名もの人の命が奪われました。砂防ダムも、８年かけ

て山の中に千個造られております。約半世紀も前の大雨の出来事ですが、線状降水帯って

いうのが当時からあったということが分かります。町の考え方をお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（谷 康男君） 町長。 

○町長（松本 篤君） 森崇議員から線状降水帯についてのご質問をいただきました。 

 気象予報用語における線状降水帯の定義は、次々と発生する発達した雨雲が列をなした

組織化した積乱雲群によって、数時間にわたって、ほぼ同じ場所を通過または停滞するこ

とでつくり出される線状に伸びる長さ50から300キロメーター程度、幅20キロから50キロ

メートル程度の強い降水を伴う雨域とされております。気象レーダー等の技術的な進歩に

より雨域が判断できるようになり、線状降水帯という言葉が2014年、平成26年頃から使わ

れるようになりました。 

 ご質問にありました昭和49年、51年の大雨の影響が線状降水帯かどうか判断しかねると

ころではございますが、尊い生命、貴重な財産が失われた過去の災害を教訓とし、いつ起

こるか分からない災害に備えて、より一層の防災・減災対策の強化に取り組んでまいりた

いと考えておりますので、議員各位のご理解をお願い申し上げ、答弁とさせていただきま

す。 

○議長（谷 康男君） 森崇議員。 

○９番（森  崇君） ６月３日の朝日新聞には、雲仙普賢岳、30年前の教訓を今にとい

う記事が載っておりました。大火砕流が発生して30年になるとの記事でございますが、比

べるわけではございません。しかし、小豆島は49災害、51災害を合わせて68名の方が亡く

なっております。６月５日の新聞にも、災害学の手引書、香川大学に600冊寄贈が掲載さ

れていましたし、昨年11月13日には四国の自治体が高松に集まって、災害に強いまちづく

り検討会が開かれ、40人が出席したようでございます。小豆島町が行ったかどうか私も覚

えておりませんが、どんな内容だったのか、知ってたら教えていただきたいと思います。 

○議長（谷 康男君） 総務課長。 

○総務課長（久利佳秀君） 森議員のおっしゃいました四国の自治体の会につきましては

存じ上げておりませんので、情報はございません。ただ、先ほども町長から申し上げまし

たように、49、51の災害、これは大事な教訓として私たちが引き継いでいかなければなら

ない。ただ、今後の対策にも生かさなければならないということでございます。 

 先日、森議員も、私どもの危機管理研修プログラムをご聴講いただきましたけれども、



- 14 - 

役場職員で私が最年長になりますけれども、私にしても49、51災害は中学生でございまし

た。ですので、大きな災害の対応をした職員というのが、もうほぼいないという状況でご

ざいます。そういうことを含めまして、昨年度、危機管理室を設けましたし、危機管理研

修も昨年、今年も引き続き実施しているところでございます。そういったことで役場の対

応能力を向上しようということでございますので、ご理解をいただけたらと思います。以

上です。 

○議長（谷 康男君） 森崇議員。 

○９番（森  崇君） 今言よった勉強会、特別に参加させてもらいました。もう年寄り

は私一人でございまして、これから共に頑張りたいと思います。ありがとうございまし

た。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（谷 康男君） 次、11番安井信之議員。 

○１１番（安井信之君） 私は３つのことについて、町長、教育長のお考えを聞きたいと

思います。 

 まず最初に、コロナワクチン接種の情報開示をということで、今、町民の最大の関心事

は、いつ、どのような形でコロナワクチンを接種できるかであると考えます。早い対応が

できている自治体では、64歳以下の接種券の発送をしているとの報道もあります。ワクチ

ンを接種するには、接種券を持っていなければならない。接種券にいつから接種できるか

とのスケジュールを明記すれば、いつになれば接種できるという心構えができるだけでな

く、安堵感も得られるのではないかと考えます。 

 そこでお伺いします。ワクチン接種のキャンセルに伴う対応について、２番目に、情報

があまりにも少ない点について、３、接種券漏れの事案が発生するおそれがあるのではな

いかということについて、町長の考えを伺います。 

○議長（谷 康男君） 町長。 

○町長（松本 篤君） 安井議員から新型コロナワクチン接種に関するご質問をいただき

ました。 

 本町におきましては、５月24日から郡内の医療機関において在宅の高齢者への接種を開

始、６月からは、政府目標の７月末の高齢者の接種完了を達成するため、小豆郡医師会な

どのご協力の下、集団接種を実施するなど体制強化を図ってきたところでございます。 

 また、対象者への接種の案内につきましては、混雑解消のため、一定の年齢に区切り、

予約枠の状況に応じて適宜ご案内を行っているところでございます。６月10日に60歳以上
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65歳未満の方への案内を行ったところで、今後も適宜ご案内を進め、６月中には50歳以上

の方への案内を完了したいと考えているところでございます。 

 最近では、政府は接種を加速化するため、職域、大学等での接種のほか、希望する全て

の国民への接種を10月から11月の完了を目指すと新たな方針を示しました。情報が少ない

というご指摘ではございますが、このように、政府の方針が日々変化する中、町におきま

しては、町内のワクチン接種体制の強化に努め、希望する方が、できる限り早期に接種で

きるよう接種対象への案内、接種を進めているところでございます。引き続き、可能な限

り速やかな情報発信に努めたいと考えておりますので、ご理解をお願い申し上げます。 

 次のご質問のキャンセル対応につきましては、医師会と協議の上、貴重なワクチンを廃

棄せず有効に活用することを最優先に、郡内の医療機関が統一した方法で対応していると

ころでございます。 

 なお、キャンセル時の対応などに関する詳細につきましては、担当課長から説明をさせ

ます。 

○議長（谷 康男君） 健康づくり福祉課長。 

○健康づくり福祉課長（濵田 茂君） 私から、初めにキャンセル対応についてご説明申

し上げます。 

 まず、接種日前のキャンセルにつきましては、新たな予約者で対応をしております。 

 次に、当日のキャンセルでございます。予約者が来ない、または体調不良等でキャンセ

ルが発生した場合は、医療機関の場合、院内にいる未接種者のうち高齢の方から順番に声

かけをしていただき、本人確認の上、接種を行うこととしております。また、希望者が見

つからない場合、この場合は、役場に連絡をしていただき、別に登録している名簿に基づ

き、個別に接種会場での接種を依頼することとしております。現在、この名簿は、クラス

ターの発生予防のため、町内の教職員を対象に登録を行っているところでございます。 

 ３点目の住民票が本町にないけれども、滞在先の本町で接種を希望される方、例えば、

帰省をされたものの、住所地の感染状況が悪化したため、こちらで滞在している方など、

これらの方の接種についてのご質問でございます。 

 これらの方が本町で接種を希望する場合は、住所地に届いた接種券を滞在先であるこち

らのほうに転送していただいた後、本町で予約をしていただければ接種は可能となりま

す。これらについてもホームページ等で十分に周知に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 いずれにいたしましても、希望する方が早期に接種できるよう、関係機関のご協力の
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下、取組を続けていきたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げ

ます。以上で説明を終わります。 

○議長（谷 康男君） 安井議員。 

○１１番（安井信之君） 町長のほうから、適宜年齢を区切って配付するというふうなこ

とですが、前もっていつ頃というふうなスケジュールをホームページなりに載せたら、そ

れだけで安心感ができると思います。それというのは、いろんな行事が接種の状況によっ

て、中止なりをせざるを得ないような状況になる。それは、情報が伝達されていないから

というふうなこともありますので、その辺は考えていくべきものかなと思っております。 

 それと、接種券漏れの事案というのは、全部の人に届いて、みんながみんな、出先、ほ

かのところから来とるというふうな人やったらええと思いますよ、その辺は。ただ、住所

変更もしていない、以前の住所に対してもきちんと管理できていないような人もおるんで

はないんかなと。そういうな分で、全部に配った後、私、来ないわというふうな人が出て

きたときに対応するのには、早いうちの接種券なりの配付が必要ではないかなと思います

が、その辺はどうですか。 

○議長（谷 康男君） 健康づくり福祉課長。 

○健康づくり福祉課長（濵田 茂君） 議員ご指摘の早期のスケジュールの提示というご

質問でございますが、何分、予約を取って、そこから接種をして、枠と案内とを兼ね合い

ながら案内を進めておりますので、なかなか一月先、半月先の状況を示すのが非常に困難

な状況になっております。今は、できる限り各医療機関なり集団接種の会場において、枠

をどれぐらい増やせるかということを最重点にご案内をして、そこに予約をしていただく

ということに重点を置いてまして、技術的にも、現実的にも、一月先、半月先の状況をお

伝えするというのが非常に困難な状況ということについてご理解をお願いしたいと思いま

す。以上です。 

○議長（谷 康男君） 安井議員。 

○１１番（安井信之君） 大阪、東京の集団接種の会場で64歳以下というふうな分があり

ますけど、そういうところの分を受けたいというふうな人は、そのまま接種券なしでいけ

るんですか。そのままいけるんやったらそれでいいと思うんですが、そういうふうな事案

もあるんではないかなと思いますが、いかがですか。 

 それと、当初、ワクチンがどれだけ入ってくるか分からんというときには、その対応で

よかったと思うんですが、ある程度ワクチンが入ってくるというふうなこととなった時点

では、計画的な接種のスケジュールを示すことが可能かと思いますが、その辺は可能では
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ないんですか。 

○議長（谷 康男君） 健康づくり福祉課長。 

○健康づくり福祉課長（濵田 茂君） まず、１点目の、例えば大阪での自衛隊の集団接

種に参加したいという方がいらっしゃいましたらというご質問でございます。 

 本町の場合、もともと来年２月末の接種完了という目標で接種券の作成を民間業者に委

託しておりました。これでいきますと、65歳以下の方については、当初は10月近辺、案内

については８月ぐらいにすれば大丈夫かなということで発注しておりました。これを前倒

しするに当たって、最速で業者にお願いしたところ、６月21日でないと対応できないとい

うことがありまして、非常に困惑したんですが、それについては、現在、50歳から54歳の

方について、今月中にご案内をする予定にしておりますが、これについては役場で印刷を

して対応することとしております。ただ、それ以下の年齢については、やはり６月21日以

降でないと接種券が届かないというのが現状でございます。 

 この場合、大阪のほうで受けたいという方については、役場のほうに電話していただけ

れば、白紙の用紙が幾らかはありますので、その方に接種券をお渡しすることは可能です

が、あくまで大阪まで行かなくても、こちらのほうで速やかに打てるのではないかという

ふうに考えております。 

 ２点目の、あらかじめということなんですが、ワクチンについても、国のほうは順調に

配付するというようにアナウンスをしてます。ただ、これは、やはりファイザー社とモデ

ルナ社の複合のワクチンだというふうに現場では感じております。実際、７月中旬に配付

される予定のワクチンについては、半月前の状況と比べて、希望する量が配送されないと

いうようなスケジュールになっております。半月前は、希望すれば、例えば２週間で４千

回分のワクチンを届けてくれというふうに希望すればそのとおりでしたが、７月の中旬に

なれば、希望する量に対して、ファイザー社のワクチンはそれ以下の配給しか受けられな

いようになっております。これは昨日分かったことで、こういう状況で、果たして計画ど

おりいけるのかっていうことになるんですけれども、複数のワクチンをどのように使い分

けていくかということを考えながら進めていくことになると思いますので、やはり半月前

とか一月前に接種計画をお知らせすることは非常に困難なこととなるのと、変な誤解を生

じてしまうということがありまして、速やかに段階的に対象となるという大枠だけを示し

ておきまして、そこの対象となる方に速やかにご案内を進めていくことが現在のところ最

良の方法であるというふうに考えさせていただいております。以上です。 

○議長（谷 康男君） 安井議員。 
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○１１番（安井信之君） 国、これは県の対応になるんかな。河野大臣が、いうたら進ん

どるところに関しては進んどるような感じでワクチンの提供をしていけというふうなこと

を言われておりましたが、県の対応がその辺ができとらんのやったら、県にやいやい言わ

んといかんかなというふうに思います。 

 続きまして、デジタル教育の現状というふうなことで、今年度からデジタル教育が始ま

りましたが、現状は、まだ分からんかも分かりませんけど、どうなのかというふうなこと

です。また、政府の諮問会議におけるデジタル教科書、紙媒体での対応はどのように行っ

ているのか。また、成長期におけるブルーライト対策など数多くの課題があると指摘され

ています。初めて導入するため、細やかな対応が求められていくと考えますが、教育長、

町長の考えを伺いたいと思います。 

○議長（谷 康男君） 教育長。 

○教育長（坂東民哉君） 安井議員のデジタル教育についてのご質問にお答えいたしま

す。 

 ＧＩＧＡスクール構想において、新しい時代に対応した情報活用能力の育成や主体的、

対話的で深い学びの実現を目的として、本年３月に全ての児童・生徒に１人１台タブレッ

トの整備と校内ネットワークの高速化及び全ての教室に無線ＬＡＮの整備を行いました。

また、タブレットを活用した授業を行いやすくするための授業支援ソフトを導入するとと

もに、タブレットを活用した授業の研修について、３月以降、随時行っております。 

 このタブレットの導入を受けて教育委員会では、全ての児童・生徒が１日１時間はタブ

レットを使った授業を受けることを今年度の目標にしています。しかし、これまでとは異

なった授業の準備を行う必要があることや教員のスキルに個人差があることなどから、５

月末に行ったアンケート調査では、授業で児童・生徒にタブレットを毎日１時間以上使用

させている教員は約33％となっています。 

 タブレットを使用した本格的な授業はまだ始まったばかりですので、学校現場としても

活用方法を模索している状況です。今年度から新たに２名のＩＣＴ支援員を配置し、授業

支援を行っておりますので、より効果的なＩＣＴ教育を推進したいと考えております。 

 次に、政府の諮問機関におけるデジタル教科書と紙媒体についての検討状況ですが、デ

ジタル教科書の在り方につきましては、令和６年度の教科書改訂での本格導入について議

論がされているところです。先日開催された文部科学省の有識者会議では、紙媒体と当面

併用するとの意見が示され、文部科学大臣からは、紙、デジタルそれぞれの教科書をどの

学習場面で、どのように使用することが効果的か検証を積み重ねることが重要だとの発言
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もあり、検証結果に基づく今後の国の動向を注視してまいります。 

 また、児童・生徒における健康面の課題につきましては、文科省が示しております児

童・生徒の健康に留意してＩＣＴを活用するためのガイドブックに沿って、各学校におい

てタブレット使用時の姿勢を指導するとともに、外で体を動かす時間とのバランスを考慮

して授業を行うなど健康対策に努めているところです。 

 次に、ブルーライトにつきましては、ガイドブックによりますと、ブルーライトを防止

する必要があるかどうか医学的な評価が定まっていないと記載されておりますので、今後

の医学的評価を見ながら適切に対応してまいります。 

 タブレットの活用によります児童・生徒の健康への影響は、学校での取組だけでは十分

ではなく、家庭でのＩＣＴ機器の利用など家庭と連携して取り組むことが必要だと考えて

います。今後は、学校での健康対策と併せて家庭への啓発を行い、児童・生徒の健康に悪

影響が出ないよう努めてまいりたいと考えております。以上です。 

○議長（谷 康男君） 安井議員。 

○１１番（安井信之君） 今の状況では、別に心配することはないぐらいの使い方かなと

思います。ただ、子供への影響という事例が出てから対応するのは遅いと思いますので、

その辺、教育委員会は予算を持ってませんけど、町長は、そういうふうな事案が懸念され

るというふうな論文なりが出た時点である程度の対応を考えられますか、その辺お伺いし

たいと思います。 

○議長（谷 康男君） 町長。 

○町長（松本 篤君） 論文といいましても賛否両論の話が出るかなと思いますけども、

ある程度の懸念等が生じましたら、当然、予算措置もして、教育委員会と十分に協議しな

がらやっていきたいというふうには思っております。 

○議長（谷 康男君） 安井議員。 

○１１番（安井信之君） いうたら先進地というふうな形で視察が来るぐらい、そういう

ふうな分に特化した政策でやってもらいたいと思います。 

 次、窓口・申請書類でのマイナンバーの活用をということで３月議会で質問しました

が、デジタル化への取組は時間を要するとのことでしたが、できることから始めることが

必要だと考えます。マイナンバーカードを提示すると、個人確認のための住民票等の添付

が要らないようにするべきだと考えますが、町長のお考えを伺います。 

○議長（谷 康男君） 町長。 

○町長（松本 篤君） 安井議員から窓口申請書類でのマイナンバーの活用についてご質
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問をいただきました。 

 窓口利用といたしましては、マイナンバーカードの提示により本人確認として使用で

き、高齢者の方より接種を始めている新型コロナワクチン予防接種でも本人確認としてご

利用いただいているようにしております。 

 住民票などの添付書類を省略すべきとのご質問でございますが、添付書類を減らすこと

は、町民の負担軽減のため必要であると感じております。現在、役場内で確認できる書類

につきましては、個人情報の取扱いに留意しつつ、添付書類を省略できるものもあります

が、条例や要綱などで添付を義務づけている場合もございますので、さらなる町民の負担

軽減が図られるよう、対象事業の拡大に向けて見直しを進めてまいりたいと考えておると

ころでございます。以上です。 

○議長（谷 康男君） 安井議員。 

○１１番（安井信之君） これを言うのは、今回の奨学金の選考委員会なりで住民票の添

付というふうなことがありました。いうたら、マイナンバーを持っとる人に対しては、そ

ういうな分は不要ではないかなというふうなことをその会では言いましたが、いろんな課

において、そういうな事例があるのではないかというふうなことで、こういうふうな質問

をさせていただきました。 

 いうたら、マイナンバーを持つことによって行政の効率化を図れる一方で、住民が、そ

れで得したというふうな感じになることがマイナンバーの普及につながると思いますの

で、その辺はよろしくお願いしたいと思います。以上です。 

○議長（谷 康男君） 暫時休憩します。再開は10時55分とします。 

            休憩 午前10時39分 

            再開 午前10時54分 

○議長（谷 康男君） 再開します。休憩前に引き続き会議を開きます。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（谷 康男君） 10番森口久士議員。 

○１０番（森口久士君） 私は２点質問いたします。 

 まず最初に、消防団の処遇改善はということでお尋ねをいたします。 

 火災や集中豪雨などによる災害から地域住民を守る消防団員の減少が全国で止まらな

い。全国の消防団員は1954年に200万人を超えていた。少子・高齢化や人口減少などで、

昨今の全国の消防団員数は81万８千人余りと、統計を開始した1954年以降で最少となりま

した。 
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 近年、全国各地で大規模災害が頻発しております。災害の多発化、激甚化で2019年の出

動回数は68万5,499回と、10年から約１割増加しています。さらに、南海トラフ地震が近

いうちに起こると予想されております。 

 災害時に被害を最小限に抑えるためには初動が肝心であり、地域密着型の消防団員は欠

かせない組織であります。地域の防災力を維持するために団員の減少を食い止める必要が

あります。総務省消防庁は４月13日、消防団員の出動に応じた報酬制度の創設や報酬基準

の策定、団員個人への直接支給の徹底、処遇改善策を盛り込んだ有識者検討会の中間報告

書を公表しました。報告書は、災害が多様化、激甚化する中で消防団員の負担が大きくな

っていると指摘、士気向上や団員確保に処遇改善が不可欠とし、消火、排水作業や救助活

動などの手当は出動報酬とし、報酬額は１日当たり七、八千円程度が妥当とする。一般団

員の年額報酬額は、地方交付税の単価である３万6,500円が妥当だとしました。自治体に

よって異なる報酬などの見直しを求めております。 

 同日、都道府県知事などに報告書を踏まえた処遇改善を求める通知を発出しました。

2021年度中に条例改正など必要な手続を進め、2022年度からの施行を求めております。対

応をどのように考えているのか、町長に伺います。 

○議長（谷 康男君） 町長。 

○町長（松本 篤君） 森口議員から消防団員の処遇改善についてのご質問をいただきま

した。 

 議員ご質問のとおり、消防団は、地域防災力の要として地域の実情に精通しており、地

域密着性、要員動員力及び即時対応力に優れ、火災はもとより、大規模災害時への対応や

行方不明者の捜索など、地域の安全・安心を確保する上で不可欠な組織でございます。小

豆島町消防団につきましては、全国的傾向と同様に、人口減少に伴い団員の確保が以前に

比べ厳しくなっているものの、条例で定める最大定員を若干下回る状況にあり、現時点に

おいては、地域防災力の極端な低下には至ってないものと考えておるところでございま

す。 

 しかしながら、いずれは現状維持が困難となる可能性がありますことから、団員確保の

一方策として、消防組織法の規定に基づく技術的助言による消防団員の処遇改善につきま

しては前向きに検討をしてまいります。その一方で、現在の12分団の組織の在り方の検討

も視野に入れつつ、火災における初動態勢の充実強化を図るため、機能別団員等の確保あ

るいは女性団員の登用など地域防災力の減退を招くことがないよう団員の確保に努めてま

いります。 
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 消防団の現状など詳細につきましては、担当課長から答弁をさせます。 

○議長（谷 康男君） 総務課長。 

○総務課長（久利佳秀君） 私からは、消防団の現状や報酬基準などについてご説明させ

ていただきます。 

 町長の答弁にもありましたように、消防団の定員につきましては、小豆島町消防団の定

員、任免、給与、服務等に関する条例第２条において360人以内と規定しており、令和３

年４月１日現在では336名の団員が在籍しております。分団によりましては、日中の勤務

時など当該分団の所轄外にいる団員が大半を占めるケースもありますことから、火災時に

おける初動態勢は憂慮すべき状況にあると言えます。 

 議員ご指摘のように、人口減少や少子・高齢化が急速に進む中、団員の確保につきまし

ては、さらに深刻化していくことから、本格的な議論には至ってはおりませんが、町長が

申し上げましたように、消防団の組織の在り方について、今後の重要な課題として検討を

進めていくべきだと考えております。 

 また、年額報酬、出動報酬につきましては同条例に規定されておりまして、現行では、

水火災、警戒、訓練等に従事する場合に２千円、最大で４千円まで支給することができる

としております。 

 議員ご質問の消防庁から令和３年４月13日に発出されました消防団員の報酬等の基準の

策定等に関する通知におきまして、議員ご指摘がありましたけれども、地震等も含めた災

害への出動については１日当たり８千円を標準とし、年額報酬については３万6,500円を

標準とするなどの基準が示されており、いずれも直接、団員個人に支給するものというよ

うなことが書かれております。 

 本町におきましては、消防庁からの通知を踏まえまして、町長からも申し上げましたよ

うに、消防団の処遇改善に向け、報酬額の見直しや支給方法などについて検討を進めると

ともに、自らの地域は自らが守るという気概を持っていただけるよう、あらゆる可能性を

念頭に団員の確保に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようお願い

申し上げて答弁とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（谷 康男君） 森口議員。 

○１０番（森口久士君） 消防庁からの数字というのが、現在の小豆島町、土庄町もほと

んど変わらないと思うんですが、出動回数は２千円というふうなことであります。それ

で、特別な場合は、町長が４千円の範囲内で支給額を決めるというふうなことが、平成

22年８月の池田の山火事の後に、これが変わったということになっておると思います。 
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 それで、１団員の報酬、これは国からの金額と実際のあれとは、かなりな差があるの

で、予算的にもかなり影響してくるんかなあという感じがしますけども、やはり安心・安

全に暮らせる地域を守っていくためには、もう何もないというのが一番いいんですが、そ

のときには速やかに、また頑張っていただける消防団員のためには当然やってほしいなと

いう思いであります。当然、上から来ておるから、それなりの対応をできるということを

期待しております。 

 それから、もう一つ、この消防団員応援制度というのがあると思いますが、これのホー

ムページを見ますと、現在、その対象店という分が閉まっておるのがそのまま残っておる

というようなところがありますので、これもチェックしていただいて、改めていただいた

らと思います。 

 もうこれで消防団の分は終わります。次へ行きます。 

 ２番目、町長の政治姿勢に関してということでお尋ねをいたします。 

 国際両備フェリー株式会社が四国運輸局に増便申請していた池田高松航路の２便増便が

１月21日に認可され、さらに高松８時30分発の最終便と合わせて11便体制となり、池田航

路の利便性は向上し、小豆島町民にとってはよかったと改めて考えております。ただ、私

たち議員も、草壁高松航路が休止になったことは残念であり、寂しいことではあるが、時

代の流れであり、やむを得ぬことと考えてきました。 

 しかし、草壁高松航路就航の会、私たちの認識では草壁高松新航路就航の会、小豆島高

松航路就航の会とかいろいろあるんですが、この会から公開質問状が４月14日付で８名の

議員宛てに送付されてまいりました。回答期限は４月23日必着とあり、無回答でもその旨

公開することを前提とするとあり、各議員はそれぞれ期限までに回答しております。この

質問状に対して回答しているにもかかわらず、草壁高松航路就航の会は、１か月が経過し

た現在も回答を公開していない。町長はこの点を承知しておりますか。 

 また、先般４月９日、町長に議長と私が面談した際、あんたらがこんな文章を出すか

ら、草壁高松航路の就航が駄目になったと町長の口から発せられた記憶があります。これ

は町長自身の本心ですか、改めてこの場で確認いたします。 

○議長（谷 康男君） 町長。 

○町長（松本 篤君） 森口議員から２点のご質問をいただきました。 

 １点目の小豆島高松新航路就航の会の公開質問状に関してのご質問につきましては、私

は一切承知をしておりません。 

 ２点目のご指摘の発言の真意ということでございますが、航路事業者として、町民の皆
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様への文書を見た結果、このように全町的な協力が得られにくい状況であれば、事業への

取組は慎重にならざるを得ないとの事業者からお聞きしたことを申し上げたものです。以

上です。 

○議長（谷 康男君） 森口議員。 

○１０番（森口久士君） 今の公開質問状があったかどうかということについては、町

長、回答がどうこうというんはしてない、分からないということですが、この質問状が出

てたかどうかいうんはどんなんですか。 

○議長（谷 康男君） 町長。 

○町長（松本 篤君） 議員の中の１名から、そういった質問状が来てるということはお

聞きをいたしております。 

○議長（谷 康男君） 森口議員。 

○１０番（森口久士君） 質問が出てたということは知っているということですね。ここ

で確認したいんですが、一番最後の最近の就航の会、この会には町長は顧問か何かの役は

あっておられるのかどうか、まずお尋ねします。 

○議長（谷 康男君） 町長。 

○町長（松本 篤君） この会につきましては、私は関与をしておりません。顧問にもな

っておるところではございません。 

○議長（谷 康男君） 森口議員。 

○１０番（森口久士君） なってないということですから、後々にします。 

 それではまず、草壁高松航路就航に当たり、某航路事業者より出された条件というのが

どういうふうに来ていたのか、お尋ねをいたします。その条件に対して町長はどういうふ

うな行動を取っておったのか、お尋ねをいたします。 

○議長（谷 康男君） 町長。 

○町長（松本 篤君） それは、いつのことの話でしょうか、12月頃の話でしょうか。 

○議長（谷 康男君） 森口議員。 

○１０番（森口久士君） これは、今の公開質問状に関係してくるんですが、それと町長

が就航が駄目になったということの基になる。ですから、それ以前に、当然、就航しよう

とした航路事業者があったということですから、そういう発言で来られておりますから、

どういう話合いをされてきたのか、どういう条件を向こうから提示されておったのかとい

うことをお尋ねしたいと思います。 

○議長（谷 康男君） 町長。 
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○町長（松本 篤君） 条件といいますか、当然、航路として進めるためには、駐車場で

ありますとか、そういう待機レーンとか、そういったものは必要であるということは聞い

ております。以上です。 

○議長（谷 康男君） 森口議員。 

○１０番（森口久士君） ということですと、当然、今の町長の動きというのがもう一つ

分からないんですが、今現在の内海フェリーというのは今は止まっておりますが、この待

機レーンとか切符売場とか、こういうなんは両備フェリーの所有になっておりますね。で

すから、某航路事業者が入ってくるということになると、当然、そういうな何らかの動き

を町長がすべきではないかなと思うんですが、そういういろいろ就航する会社があるとか

なんとかいう話を会でされておりますから、そういうことが必要でないかなと思うんです

けど、そのあたりいかがですか。 

○議長（谷 康男君） 町長。 

○町長（松本 篤君） 分かりませんが、当然、就航するためには必要な施設もあると思

いますが、それを町長がどうすべきだというふうにご指摘なのか、私にはちょっと理解で

きませんが、いかがでしょうか。 

○議長（谷 康男君） 森口議員。 

○１０番（森口久士君） 私が言いたいのは、当然、今、先ほど言いましたように、現在

の内海フェリーが所有してるとこをそのまま使うとなるということは、交渉しないと使え

ない。それがないというような感じでおりますから、それだったら、当然、替わりを整備

しなければいけない。それは当然するとなるとお金がかかるわけですから、議会に提案す

る必要があるんじゃないかと、そういうことをお聞きしております。全然、我々は、いま

だにそういうような話は直接は聞いてない。ただ、航路は、事業者が来る来るというよう

な話だけしか聞いてないんですが。 

○議長（谷 康男君） 町長。 

○町長（松本 篤君） その件につきましては、当然、機運が高まれば、そういった話を

させていただけねばならなかったとは思いますが、そこまで至ってなかったということで

ございます。 

○議長（谷 康男君） 森口議員。 

○１０番（森口久士君） それは、至ってないと言いながら、４月１日からという話もど

んどん進んでおったはずです。そういう発言をされてきておりますよね。それが聞こえて

きておりますから、だから、その辺がちょっとおかしいなと、急にそんなに用意ができる
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んでしょうか。それ、どういうふうに解釈したらいいんでしょうか。 

○議長（谷 康男君） 町長。 

○町長（松本 篤君） どういうふうに解釈すればいいとおっしゃいましても、要する

に、就航するために必要な条件整備は必要だと思いますけども、そこまでの整備に至って

なかったということでございます。４月１日ということを、私、申し上げたことはないと

思いますけども、当然、航路というのはシームレスに運航すべきで、３月31日に休止にな

ったら、４月１日から運航すべきというのは当然の話だと私は思っておるところでござい

ます。それが具体的に、この日からという話は一切したことはないというふうに思ってお

ります。 

○議長（谷 康男君） 森口議員。 

○１０番（森口久士君） どうしても、そのときがこないと提案しないということですけ

ども、実際、もし話がうまくいかなかったときには、町として何らかの条件を、もし聞い

ておるんであれば、議会に対して説明なりして、その対応をしていくべきでなかったのじ

ゃないでしょうか。町長一存でその判断をされてこられたということですか。 

○議長（谷 康男君） 町長。 

○町長（松本 篤君） 当然、予算が必要な場合には、議会に補正予算なり予算案を提案

すべきだと思っておりますけども、それまでに至ってなかったということでございます。 

○議長（谷 康男君） 森口議員。 

○１０番（森口久士君） そこまで至ってなかったと言いますけども、それで、なおかつ

４月１日からは航路事業者が来る。その間に、我々が１月末に出したチラシによって、そ

の分が駄目になった。話は、12月からそういうふうな話があったわけですから、そのあた

りの空白といいますか、その動きがもう一つ分からないんです、私は。そんなもんでしょ

うかね、その辺がもう一つ理解できないんです。町長の動きというんは、本当に４月１日

にどうしても航路事業者が入るから、その対応をしとかないかんというような動きが見え

ない。今の答弁ではちょっとおかしいなと思うんですが。 

○議長（谷 康男君） 町長。 

○町長（松本 篤君） 私としては十分に対応していたつもりでございますし、議会に説

明がないという点につきましては、そこまでの熟度に至ってなかったということでござい

ます。これはそういう意味でございます。 

○議長（谷 康男君） 森口議員。 

○１０番（森口久士君） どうしても、このやり取りは、なかなか答えが出ないんかなと
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いう感じがするんですけども、やはり純粋な航路復活といいますか、草壁航路を走らせて

ほしいという人からすると、これで納得できるんかなという感じがしますけども。 

 それと、もう一回戻りますけど、我々が出した文書のどこに問題があって駄目になった

んでしょうか、航路事業者が来るのをやめたというのは。文書のどこに問題があったので

しょうか。 

○議長（谷 康男君） 町長。 

○町長（松本 篤君） 航路事業者としては、全町的に求められていくなら、そういうこ

とも検討すべきだというお話だったんですけども、そのあたりが、一部求められていない

と、望まれていないというような状況の中では慎重な検討にならざるを得ないということ

でございます。ですから、全てというのは難しいかもしれんけど、多くの人が望まれてい

るならという、そこの現状が、反対されている方がいるというような認識をされたんだと

私は思っております。 

○議長（谷 康男君） 森口議員。 

○１０番（森口久士君） 多くの方が望まれておると。この多くというのは、前回もいろ

いろ議論してる、違いがあったんですよ。どの程度の数字が多くのとなるんかなというこ

とに戻るんではないかなという感じがするんですけども、それについては、どの程度の数

字が多くのということになるんですか。 

○議長（谷 康男君） 町長。 

○町長（松本 篤君） 議会でいいますと、14人の議員中８名の方が反対されておると、

望まれてないというようなことであればということになりますね。反対と書かれてないで

すけども、そういう意味に取られたんでないんかなと、私、これ想像です。ですから、確

認はしておりませんが、そういう意味ではないかというふうに思っております。 

○議長（谷 康男君） 森口議員。 

○１０番（森口久士君） 我々が出したこれが、結局、基になったというような解釈でお

りますけども、我々、決して問題になるようなことは載せてないし、うそは書いてない。

前にも言いましたけど、ですから、これは住民の判断することであって、自然なのが、旧

内海、旧池田というもんが見え隠れするような状況になってるという感じ、町長、それは

感じておられますか。 

○議長（谷 康男君） 町長。 

○町長（松本 篤君） 以前でも質問にお答えしたように、全町的に俯瞰して行政運営を

行っているところでございます。ですから、この航路問題につきまして、私自身は、全町
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的に小豆島町として考えて草壁高松航路は必要であるというふうに思って各行動してきた

ところでございます。 

○議長（谷 康男君） 森口議員。 

○１０番（森口久士君） 確かに、あるものがなくなるというのは誰しも寂しいし、また

困るわけです。だけど、全体的に見て、先ほども言いましたが、時代の流れというのも当

然あるわけですから、これは航路に限らず、ほかのことも一緒です。そこらあたりが航路

存続というほうに肩入れしておるというような感じもするし、最後、さっき確認したら、

今の就航の会には顧問でも何でもないと、これも少しおかしいなと。住民の先頭に立って

頑張るというようなことを言ってきて、最後、今の会は何も役をしてないというのも、し

てないんが私はいいように思うんですけど、だけど、あそこまで突っ張ってきて、走って

きて、今は外れたというのは、どういう気持ちで変わられたんでしょうか。 

○議長（谷 康男君） 町長。 

○町長（松本 篤君） 先ほども申し上げましたけども、私は、航路存続には、地域の発

展、小豆島の魅力を高めることが一義的な話だと思っております。ですから、町長として

は、航路を復活させるためにも、地域の魅力を高めること、地域の活性化を図ることが第

一義だと思っておりますので、町長としてそういう方向で進めていきたいということでご

ざいます。 

○議長（谷 康男君） 森口議員。 

○１０番（森口久士君） 地域の発展というのは我々も一緒ですよ。いかにして地域が発

展して人が増える、人が住んでもらえると、人がよそから来れるか、来てもらえるかとい

うことを目指して取り組んでいるという思いは皆さん一緒だと思います。ただ、今回の件

は、本当に多くのいう言葉でいつも引っかかるんですが、どうも私は納得できないような

状況です。ですから、特別あれ以来、町長はあんまり動いていないんではないかなという

感じがするんですが、いろいろ事業者へ行ったり、運輸局へ行ったりというようなことを

あれ以来されてきたんかどうか、３月議会以降も、そこをまずお尋ねします。 

○議長（谷 康男君） 町長。 

○町長（松本 篤君） 私が何度も申し上げますけども、地域の魅力づくり、そういった

ものに傾注しているということでございます。新たに就航の話が出ましたら、当然、事業

者にも出向いてまいりますし、協議もさせていただきますが、今のところ、そういった事

業者がないという状況でございますので、私は、町長として地域の振興のために精いっぱ

い努めていきたいというふうに考えておるところでございます。 
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○議長（谷 康男君） 森口議員。 

○１０番（森口久士君） どうしても、これは答えが出ないやり取りになっております

が、最終的に私が感じるのは、特別何もしてないというような感じがしますね、町長。相

手がそういうふうな状況になれば動くというような感じで、本当に必死になって動いたよ

うな感じがしないんですが、だから、このままで本当にいいのかなという感じがします。

だから、先頭に立って頑張ると言った言葉、これは本当にそうだったんかなという疑問を

残しております。そこらあたり、３月からここまで特別な動きというのは感じられませ

ん、聞こえてきませんから、傍聴に来ておる方もいろいろな歯がゆさもあるかも分かりま

せんし、いろいろこのやり取りで変に思うかも分かりません。しかし、私が感じておるの

は、さっき言ったような分に町長として何をしたんかということをお尋ねしたいと思いま

す。 

○議長（谷 康男君） 町長。 

○町長（松本 篤君） 町長として何をしたかと言われてもですね。私は、どっちかとい

うたら、地域振興を増やす、それしか町長としてやることはないと思っております。航路

事業者にお話ししに行くとかいう話とか、今の段階では時期尚早だと思っておりますし、

そういった動きはしてない。それがご不満であるんであれば、動く相手先を教えていただ

いたら、いつでも参りますし、私は高松草壁航路の復活というのは大変大切だというふう

に今も認識しておりますし、できることがあれば先頭に立って進めていきたいというふう

に思っております。今の段階でできることは、地域の魅力を高めることが最大の課題であ

ると私は思っておりますので、その方向で努力をしているところでございます。 

○議長（谷 康男君） 森口議員。 

○１０番（森口久士君） 地域をよくするということについては、これは誰しも一緒で

す。ですから、それはそれでいいんですけど、こういう問題が起きて、私はこの問題につ

いては何か消化不良ですね、私の言葉からいうと、そういう感じがします。今の町長の答

弁も、なかなか納得できるような答弁ではないです。ですから、答えはなかなか言わない

という想定はしておりましたけど、またこの続きは、次回、何らかの形でさせていただき

ます。以上で終わります。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（谷 康男君） 次、８番柴田初子議員。 

○８番（柴田初子君） 質問の前に、少しコロナ対応に関しての感謝を申し上げたいと思

うんですけれども、コロナになってこの１年余り、本当に医療従事者とかいろんな方の協
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力というか、そういうなんによって少し落ち着いてきたというところがあります。それ

と、このワクチン接種が始まりまして、いろんなことはありますけれども、医療従事者、

それから私も１回目、この間、６日の日に集団接種のワクチン接種をさせていただいたん

ですけれども、行ったときから、駐車場の整理……。 

○議長（谷 康男君） すいません、柴田さん、質問をお願いします。 

○８番（柴田初子君） ちょっとその前に感謝の……。 

○議長（谷 康男君） その前に質問を始めてください。 

○８番（柴田初子君） 分かりました。では後にします。 

 私は環境問題について、地球温暖化対策の一環として質問をいたします。 

 今月の６月５日は世界の環境デー、６月が月間でもあります。2021年のテーマとして

は、生態系の回復ということをテーマに掲げております。それに関して、今回は、2050年

ゼロカーボンシティ宣言について質問をいたしたいと思います。 

 2050年ゼロカーボンシティ宣言とは、ご存じのように、地球温暖化防止の実現に向け

て、2050年に温室効果ガスの排出量または二酸化炭素排出量実質ゼロを目指す旨を首長自

らが、また地方自治体が表明することをいいます。 

 地球温暖化は、自然や生活への影響など私たちの生活に様々な悪影響を与えておりま

す。近年、大型化した台風や豪雨、それに伴って起きる洪水や土砂崩れなど二次災害も深

刻となってきております。また、人の健康への影響として、夏になると記録的な猛暑とい

った報道も珍しくなくなってきております。命を守るためには、熱中症対策も本当に必要

となっております。 

 小豆島町での温暖化防止対策としては、私の認識のうちですけども、庁舎内のクールビ

ズやウオームビズの推進とかＥＶ車の推進、住宅用の太陽光パネル設置の補助などの取組

をしていることは承知はしております。また、そのほかに何か取組をしてるとか、計画を

してるということがあれば教えていただきたいと思います。 

 地球温暖化防止をさらに進めるには、ライフスタイルの転換も重要です。衣食住や移動

などのライフスタイルに起因する温室効果ガスの排出量は、国全体の排出量の６割以上を

占めるという分析があります。この一人一人の行動は脱炭素社会の実現に影響してまいり

ます。それには住民のご理解と協力が本当に必要不可欠ではないかと思っております。こ

のゼロカーボンシティ宣言をしている自治体は、2021年３月時点で300の自治体が超えて

おります。香川県としては４自治体が今宣言をしているところですけれども、本町の

2050年ゼロカーボンシティ宣言についてのお考えをお尋ねいたします。 
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○議長（谷 康男君） 町長。 

○町長（松本 篤君） 2050年ゼロカーボンシティの表明に対する本町の見解について、

柴田議員からご質問をいただいたところでございます。 

 まず、結論から申し上げますと、表明に関しては前向きに検討したいというふうに考え

ております。その理由といたしましては、過去の集中豪雨による激甚災害の経験から、特

に、近年の地球温暖化に起因する気象災害の多発化、また大規模化に危機感を感じている

こと、また、独自の気候風土を生かしたオリーブの栽培をはじめ、後世に引き継ぐべき豊

かな自然環境を有していることなどから、小豆島町は地球温暖化対策に高い関心を持って

取り組むべきであると考えるからでございます。今後、具体的な排出量の抑制策の検討を

行った上で、時宜を得てゼロカーボンシティの表明を行いたいと考えております。 

 詳細は、担当課長から説明をさせます。 

○議長（谷 康男君） 住民生活課長。 

○住民生活課長（谷本靜香君） 2050年までにＣＯ２排出実質ゼロを表明いたします地方

公共団体、いわゆるゼロカーボンシティにつきましては、令和元年度150団体から、現在

では、議員がご紹介くださいましたように397団体まで増加いたしております。同じくご

紹介いただきましたけども、県内では、香川県、それと４市が既に表明をいたしておりま

す。 

 一方、本町につきましては、これまでも着手可能な分野から環境施策に取り組んできた

ところであり、ゼロカーボンシティの表明は、決して敷居が高いものではないと考えてお

ります。しかしながら、昨年、土庄町と共同して策定いたしました地球温暖化対策実行計

画に基づく具体的な排出量抑制政策の立案や今後のロードマップの検討、加えて、議員の

ご発言にもありました住民、民間企業の理解も必要であると考えておりまして、ゼロカー

ボンシティの表明に向けて、これら検討をスピード感を持って取り組んでいきたいと考え

ております。以上です。 

○議長（谷 康男君） 柴田議員。 

○８番（柴田初子君） 前向きに検討するということで、同じ考えとして特にうれしく思

っております。これは本当に、特に民間もそうですけれども、善通寺市なんかは早くから

取り組んでるなっていう、この間の12日の新聞に大きく脱炭素に向かってという、四国新

聞で大きく紹介されておりましたけれども、ここなんかは1977年から、捨てるごみも生か

せば資源ということで、これを合い言葉に様々なことに取り組んでいるという、初めて私

もこの記事を見て取組を知ったんですけれども、そういう先進地のすばらしいところをし
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っかりと、私自身もそうですけど、学んでいきたいなと。それを学んで、それを形にして

いかないと、学ぶだけでは意味がないので、ないこともないんでしょうけれども、やっぱ

り形にしていくっていうことはすごい大事なことだなと思います。 

 それと、環境のごみ問題でも、今いろいろと取組が進んでいるんですけれども、中間処

理施設も完成を目指しているところなんですけれども、本当に一人一人の意識っていう、

生活の中での、今も言よりましたように、暑いときには少し温度を普通に決めて上着を取

るとか、あとは温度設定とか、車はなかなか替えられませんけれども、そういうふうにエ

ネルギーの弱いものに替えるっていう、そういう一人一人の本当に小さな意識が大きな結

果を生んでくると思いますので、それには、やっぱり周知っていうんがすごく大事だと思

います。みんなそれぞれ分かってても、どうしたらいいんかなっていう、どこから取り組

んでいいんかなっていう、そういうなのがまだまだ、どっかにはあるけれども不足はして

るっていう。 

 ごみの問題にちょっと戻りますけど、いまだに資源ごみと燃えるごみとか、そういうな

んの分別がまだまだできてないっていう。ペットボトル、せっかく全部袋にいっぱい集め

て燃えないごみの日に出してるとか、そういうなんを見かけたりします。そこのところか

ら意識を変えていただくっていうことがすごく大事じゃないんかなあと思います。 

 住民一人一人の、我々一人一人の思いが、このすばらしい小豆島のこの景色、そういう

なんを守っていくんやという部分、そういう意識を皆さんに改めて、何でもあったら当た

り前なので、なくなったら、あのときああやったらよかったのにとかいう後悔があって

も、そのときには既に遅いっていう感じになりますので、この宣言することで国と方向性

を同じくして、現在の取組をさらに前進させていけるという、また、新たにこの取組が生

み出していけるっていう、そういうな大事なところに来てると思います。 

 今さっき私がお聞きしたところも、太陽光とか、そういうようなところのほかに何かし

てるっていうふうなところは、環境問題に対してあったらお願いしたいと思います。 

○議長（谷 康男君） 住民生活課長。 

○住民生活課長（谷本靜香君） 具体的に新たな環境保全策としてのメニュー、保全と申

しますか、環境に資するような立案は、今のところ新たなメニューはございませんけれど

も、今後も、できるところから新たに立案して着手していきたいと考えております。 

 加えて、議員さんがおっしゃいましたように、これは非常に運動論的な側面もございま

して、住民に対しての周知、これは非常に重要な側面だと思っております。例えば、ごみ

に関しましても、去年ですけれども、ごみの分別マニュアル、きちんとしたものをつくり
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まして配布させていただきまして、非常に関心を持っていただける団体も多うございま

す。ここ最近でも、２団体ほど出前事業ではないですが、そういった説明をさせていただ

いた経緯もございまして、今後、周知に十分努めていきたいと考えております。以上で

す。 

○議長（谷 康男君） 柴田議員。 

○８番（柴田初子君） しっかりと私自身もいろんなところで協力をしながら、皆さんと

一緒に、この観光小豆島っていうところを大事に育てていきたい、これからもずっと長い

こと続けてっていうか、維持をしていきたいと、そういうふうに思ってますので、前向き

な答弁をいただきましたので、しっかりと練っていただいて、我々も協力していきますの

で、後はよろしくお願いします。以上で終わります。ありがとうございます。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（谷 康男君） 次、６番中松和彦議員。 

○６番（中松和彦君） 私は、小豆島地域ブランド推進事業に関わる土庄町との連携等に

ついて質問をさせていただきたいと思います。 

 小豆島の主に観光、食品産業の活性化を図るため、将来を見据えた地域ブランド推進に

よる活性化の事業が、国の補助金をベースに、昨年度より土庄、小豆島両町協力して進め

られてまいりました。本年度、我が町においても、本事業に関して1,800万円、うち補助

５割の予算が決定しています。審査報告においては、長期にわたる事業でありますことか

ら、進捗状況を遂次報告することが求められております。 

 ところで、先月10日にはブランド推進委員会の総会が、そして27日には同予算の説明会

がリモート形式で両町をつなぎ行われました。ところが、最近、土庄町議会より、本事業

に対しての質問状が推進委員会宛てに出されたと聞いております。地域ブランド推進事業

に関する根幹の部分に亀裂が入り、最悪の場合には事業の推進、継続に重大な事態が生起

することも十分に考えられると思います。土庄町との連携は、本事業にとって欠かせぬも

のと考えますが、今日に至るまでどのように合意を得てきたのか、どのようなことが原因

でこのような事態に至ったと考えておられるのでありましょうか。 

 土庄町へのアプローチは令和元年８月から始まっているように思います。ところが、Ａ

ＫＩＮＤによる説明は、それから約６か月間を経過した令和２年２月、そして、その後

に、再び土庄町側にＡＫＩＮＤが事業の説明をしたのが本年の１月、約10か月ものブラン

クがあります。このような長い期間にわたってブランクがあるということ、この間、土庄

町がどのように理解していると考えていたのでありましょうか。また、その間にどのよう
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な協議が具体的になされ、そして、どのように合意を得たのでありましょうか。以上、回

答のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（谷 康男君） 町長。 

○町長（松本 篤君） 中松議員から小豆島地域ブランド推進事業の今日までの合意形成

及び現状に関するご質問をいただきました。 

 土庄町に対しましては、中松議員ご指摘のとおり、初めて本事業への参画を呼びかけた

のが令和元年８月でございます。土庄町長からの回答は検討するとのことで、このときに

は参画に至りませんでした。 

 次に、令和２年１月と２月に改めて事業内容をご説明し、令和２年度からの参画を呼び

かけたところ、土庄町長にも合意をいただき、両町議会での議決を経て両町での取組がス

タートしたところでございます。 

 その後、令和２年５月の小豆島ブランド推進委員会で、両町が一体となった体制に刷新

し、以降、両町で協議を重ね、一つ一つ合意を得ながら事業を進めてまいりました。 

 令和３年度の事業につきましても、両町合意の下、両町議会で当初予算の議決をいただ

き、両町それぞれに町長決裁を経て、令和３年３月31日付で地方創生推進交付金の申請を

行い、既に交付決定をいただいているところでございます。 

 また、５月10日の推進委員会総会にて、令和３年度の事業計画及び予算についてご説明

を申し上げ、中松議員をはじめ推進委員会の皆様にもご承認いただいたところでございま

す。 

 その後の経緯などにつきましては、担当課長から答弁をさせます。 

○議長（谷 康男君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（入倉哲也君） 私からは、その後の経緯などについて答弁をいたしま

す。 

 ５月27日、正副会長による予算内訳の変更に関する協議の場で、オブザーバーとして参

加されていた土庄町議会議長並びに総務建設常任委員会委員長から、土庄町議会の中で、

本事業の内容を十分に理解できていないとのご意見がございました。５月31日付で推進委

員会会長宛てに土庄町を通じて土庄町議会から質問状が提出をされ、同委員会から６月５

日付で回答しております。 

 先ほど町長から申し上げましたとおり、何度も協議を重ね、一つ一つ両町間及び推進委

員会での合意を形成しながら本事業を進めてきたと認識するところでございます。 

 議員ご指摘のとおり、本事業は、小豆島町全体のブランド化を進めることで、地域産
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業、地域経済の活性化を目指すものであることから、土庄町との連携が不可欠でございま

す。今後、より一層の意思疎通を図りながら、事業を推進してまいりますので、ご理解を

賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（谷 康男君） 中松議員。 

○６番（中松和彦君） 先ほども申しましたように、具体的な両町間の協議というんでし

ょうか、そして土庄町側に理解をしていただく、そういうところが、これまでの経過をざ

っと振り返ってみますと、欠けておったのか、あるいは弱かったのかなというふうな気が

いたします。事実、そのようなことで質問状なども出てきておると思いますが、ＡＫＩＮ

Ｄ以外に両町間あるいは組織間での協議等とかはどの程度あり、どのような理解を得たと

お考えでございましょうか。 

○議長（谷 康男君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（入倉哲也君） 先ほど町長からもご答弁申し上げましたが、要所要所で

は、土庄町長にもＡＫＩＮＤを含めて説明をしておるところでございますが、それ以降

も、両商工観光課レベルでの事務レベルでの合意形成を取りながら本事業を進めてきたと

ころでございます。 

 また、先ほども説明ございましたとおり、国への申請につきましても、両町で合意の

下、令和３年３月31日に交付申請をしておるところでございまして、翌令和３年４月１日

に交付決定をいただいておるところでございます。また、推進委員会総会におきまして

も、ご承知のとおり、皆様からご承認いただいて本事業は進めておるものと理解しており

ます。以上です。 

○議長（谷 康男君） 中松議員。 

○６番（中松和彦君） この推進母体といいますか、最終的な責任といいますか、あるい

は推進組織といいますか、これが非常に私の頭の中では、もう一つはっきりしないという

か、それは町であるのか、それとも商工会であるのか、あるいは推進委員会ですか、そこ

ら辺の、いわゆる役回りといいますか、あるいは責任体制といいますか、そのあたりが、

もう一つ私には理解できない部分があるんですが、そのあたりはいかがでございましょう

か。 

○議長（谷 康男君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（入倉哲也君） すいません、私の最初の答弁で１点申し訳ございませ

ん、訂正がございまして、本事業は、「小豆島全体のブランド化を進める」というところ

で、ちょっと訂正をさせていただきたいと思います。 
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 主体はどこかというところでございます。本ブランド化につきましては、当初、商工会

の会長から、今回、ブランド化を進めてほしいということでご意見をいただいたのが平成

30年11月でございます。その後、議会の中でもブランド化を進めてはどうかということで

ご意見をいただき、本事業が始まったものと承知しております。その後、推進委員会を立

ち上げまして進めておるところでございます。会長には、日清ホールディングス元相談役

の中川会長に就任をいただき、令和２年からは両町で事業として進めておるところでござ

います。 

○議長（谷 康男君） 中松議員。 

○６番（中松和彦君） そのあたりが、もう一つ脇から見てみますと、はっきり見えない

といいますか、そんな感じがいたしております。今後とも、もっと話し合いを続けていか

れるのかどうか、そのあたりよく分かりませんけど、何とか土庄町のご理解をいただける

ような形を取るよう頑張っていただければと思いますが、実は、この問題が表面化いたし

まして、すぐに両町間の間で新たに２つの問題が表面化しておるように思います。 

 一つは、この６月、小豆島町が単独で日本版持続可能な観光ガイドラインに選ばれたこ

とをめぐり、この事業がブランド推進事業との関連性が結構あるところから、申請時に相

談や声かけ、あるいは問合せがなかったのではないかという点ですね。 

 それから、さらには、先ほど来の質問の中にもあったかと思うんですが、新型コロナウ

イルスワクチン接種に関しまして、両町の協力体制がもう一つスムーズにいっていない、

あるいは協力体制が取れていない、混乱が生じておるのではないかと、このような意見も

耳に入っております。しかし、私も、そこら辺の詳しい経緯については、はっきり分かり

ませんが、そのあたりはどのようにお考えでありましょうか。 

○議長（谷 康男君） 町長。 

○町長（松本 篤君） まず、１点目の持続可能な観光ガイドラインの関係でございま

す。これは、あくまでも自治体が提出するものでございます。一部には共同して出しよる

ところもございますが、基本的には自治体でございます。そういった中で土庄町からも、

こういった話は一切出ておりませんし、私はブランド化とは全く関係するものではないと

いうふうに理解しておりまして、私自身は教育旅行に重点を置きたいと。施政方針でも申

し上げましたし、施政方針でも、こういった対応はしたいと表明しております。そういっ

た中での今回のモデル地区の選定でございました。教育旅行として選ばれる観光地として

小豆島町、特に小豆島町の観光施設は、教育旅行に適したところが多々ございます。そう

いった中で、私はこのモデル事業に手を挙げて選定をいただいたということでございま
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す。土庄町も同様の情報は得てるはずでございますので、土庄町のほうは、このＳＤＧｓ

の取組に手を挙げなかったということであると私は認識をいたしております。ブランド化

とは一切関係がないものと私は認識をいたしております。 

 ワクチン接種につきましては、濵田課長から答弁をさせます。 

○議長（谷 康男君） 健康づくり福祉課長。 

○健康づくり福祉課長（濵田 茂君） ただいまワクチン接種について土庄町との連携が

取れてないのかというようなご質問をいただきました。 

 担当課としては、いきなりこういうことを聞かれて、どこに問題があるんだろうという

ふうに思っておるぐらいで、ワクチン接種については、各両町とも順調に接種を進めてお

りますので、そういうことについては心当たりがございません。以上です。 

○議長（谷 康男君） 中松議員。 

○６番（中松和彦君） この２点につきまして、執行部のほうとしては、特に心当たりが

ないというふうなことでございますが、私の聞き及ぶ範囲では、そういったことが聞こえ

てまいりました。それが表面化をしていないというだけではないかと思います。それはま

た調べていただいたら結構かと思いますけども、逆に言いますと、そういった表面化され

ない部分が積もり積もって、どこかで大きな爆発、大きな傷を負うというふうなことにも

なりかねないと思います。したがいまして、この小豆島では土庄町と小豆島町しかないわ

けでありまして、片っ方だけが発展する、片っ方だけが落ち込んでいく、そういうふうな

ことは非常に考えにくいところであろうかと思います。したがいまして、今後とも、いろ

んなレベルでの両町間の協議あるいは連絡、そういったところが密にされなければならな

いのではないかと思っておりますが、そのあたりはいかがでございましょうか。 

○議長（谷 康男君） 町長。 

○町長（松本 篤君） 当然、小豆郡２町しかございませんので、情報共有とかは進めて

いかなければならないというふうに思っております。 

 ただ、先ほどのＳＤＧｓ関係の取組につきましては、私どもの町、寒霞渓という本当に

名勝がございます。それをメインとしたストーリーとして提案させていただいておるとこ

ろでございますので、ご理解をいただけたらと思っております。観光地でありますし、そ

ういった施設については、いろいろと町々で特徴もございます。そういった中で土庄町さ

んは、そういったことに手を挙げなかったという結果であったと私は理解をいたしており

ます。多分、土庄町さんも同様の情報は得ていたと私は認識をいたしておるところでござ

います。 
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○議長（谷 康男君） 中松議員。 

○６番（中松和彦君） 連絡とかそういった部分あるいは意見交換、情報交換、そういっ

たものは密になさっておるということでございますが、人口の減少、少子化あるいは高齢

化、もはや待ったなしで私たちに突きつけられている、この現状で、この小さな小豆島、

２つの町が共に協力し合いながら行政を進めていくということは肝心要というふうに思い

ます。今後とも、どうかそういった観点を大事にして、さらに行政を進めていただければ

と思います。以上で終わります。ありがとうございました。 

○議長（谷 康男君） 暫時休憩とします。再開は13時。 

            休憩 午前11時58分 

            再開 午後０時58分 

○議長（谷 康男君） 再開します。休憩前に引き続き会議を開きます。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（谷 康男君） ７番大川新也議員。 

○７番（大川新也君） 私のほうから３問質問させていただきます。 

 午前中、コロナ関連ワクチン関係で質問が出ましたが、再度質問したいと思っておりま

す。 

 今、町民にとって関心はコロナ関連情報に注目されている。感染状況、ワクチン接種情

報等であるが、感染症対策本部会議にて協議され、慎重な対応をされているとは思われる

が、情報伝達に遅れを感じていると私は思っております。町民も思っております。個人情

報、また誹謗中傷の問題もあると思いますが、町民はもっと迅速な対応、周知が求められ

ていると思います。 

 １点例を挙げますと、これは５月の臨時議会で、集団接種のことで町長また担当課長か

ら、内海診療所で集団接種の考えがあるというふうなことをちらっとお話がありました

が、その翌日に四国新聞に掲載されました。小豆島町は、イマージュセンターで６月に入

っての土曜、日曜に集団接種を行うというふうな記事が四国新聞に掲載されました。その

あたり、前日の臨時議会ではその報告は何もなかったのに、なぜ翌日の新聞にはそういう

ふうなことが掲載されるのか。それであれば臨時議会で、そういった明確にイマージュで

集団接種を行うというふうな情報は発表できたんじゃないかなと、一番それを思いまし

た。 

 そういったところで、住民は本当に情報が届かないというふうなことを一番に口にして

おります。順次、先ほど午前中の課長の答弁で、１回目の接種が終わったのが40何％とい
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うようなことで、香川県下で比べましても上位に入っていたと、今日の四国新聞に出てま

したね、そういうようなパーセントが出ておりましたが、順調に接種は進んでおるとは思

いますが、そのあたりの情報の伝達、もっと迅速にできないものか。 

 もう一点、感染者が発生した、先日もありましたね。町長が緊急に防災無線でメッセー

ジを発されましたが、３密に気をつけましょう、また手洗いしましょう、マスクしましょ

う、ただそれだけで、住民にとっては、どこの誰が感染したのか何も分からず、住民は結

構十分に気をつけていると思うんです。特に高齢者の方、家も出ずにじっと我慢しており

ます。そういったところで、どこで誰が発生したかも分からんのに、気をつけなさい、気

をつけなさいというだけでは、住民が不安になると思いますが、そのあたりの情報の伝

達、周知の仕方をもっと迅速にできないものか、考えをお聞きしたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

○議長（谷 康男君） 町長。 

○町長（松本 篤君） 大川議員からコロナ関連情報の迅速な対応、周知に関するご質問

をいただきました。 

 議員ご指摘のとおり、新型コロナウイルス感染症の情報は、町民はもとより国民の最大

の関心事と言っても過言ではございません。連日のように全国の感染者数やワクチン接種

などの報道に一喜一憂する状況にございます。私自身も、これまでも必要に応じて防災行

政無線により、町民の皆様に感染者の状況や感染防止対策の徹底を呼びかけてまいりまし

た。とりわけ、年末のクラスター発生時には、まさに緊急事態とあって、町民の皆様に

は、外出や会食の自粛など大変厳しいお願いにご理解、ご協力をいただくため、速やかに

全戸にチラシを配布して周知をしたところでございます。また、５月には、ワクチン接種

に関するチラシについても全戸に配布するなど、緊急度や重要度を勘案しながら適宜必要

な対応を図ってまいりました。 

 加えて、議員ご指摘の感染者、その家族などへの誹謗中傷は絶対にあってはならないこ

とから、香川県や町が提供する正しい情報に基づく冷静な行動をお願いしてきたところで

ございます。 

 一方、ワクチン接種の情報につきましては、安井議員への答弁でも申し上げましたとお

り、政府方針が日々変化する中、希望する住民が早期に接種できるよう、関係機関の協力

の下、接種体制を整備し、対象者への案内、接種に努めているところでございます。引き

続き、早期の接種完了に向け、事業に取り組むとともに、できる限りの情報提供に努めて

まいりたいと考えておるところでございます。 
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 先ほどのご発言もありましたが、そういった対応で、まずはワクチン接種の迅速化、そ

れに合わせて、できる限りの町として発信できる、できる限りの情報を発信してきたつも

りでございます。 

 なお、感染者が確認された場合の対応などにつきましては、担当課長から答弁をさせま

す。 

○議長（谷 康男君） 総務課長。 

○総務課長（久利佳秀君） 先ほど町長が答弁しましたとおり、緊急度、重要度に応じ

て、町長自ら町内への一斉放送、またチラシの全戸配布など、適宜必要な対応を図ってき

たところでございます。 

 先般、町内の小・中学校で初の感染者が確認された際には、県の公表以前に、小豆保健

所のほうからの指示がございまして、児童・生徒、保護者に緊急メールを送信、また臨時

休業やＰＣＲ検査等への対応を速やかに周知したところでございます。大きな混乱は生じ

ていないものと認識をしております。幸いにも、それ以上の感染拡大に至らず、２日間の

臨時休業を経て通常どおりに再開することができたところでございます。 

 町民の皆様からは、感染者が発生するたびに不安やいら立ち、あるいは、どこの誰か分

からないと感染防止の対策ができない、議員ご指摘のとおりでございます。そういったお

問合せがあるのは事実でございます。ただ、町から発信できますというか、町のほうへの

情報も、県の情報も、町内で発生したという事実しかございません。年齢と性別だけでご

ざいます。そういった情報ですので、町からそれを発信することがございませんし、そう

いったことで対応をお願いするということができない状況でございます。ですので、そう

いったお問合せがあった場合に、もし体調不良などがあるんであれば、保健所やコールセ

ンターのほうにお問合せをいただきたいと、またご心配であればお問合せをいただきたい

と。町のほうでは把握できませんし、ご指示もできないというのが現状でございます。 

 先ほども申しましたけれども、県から公表される情報しかございません。したがいまし

て、町から発信できる情報は当然ありませんし、その都度、可能な限り速やかに対応して

いるところでありますので、ご理解をお願いいたします。 

 まだまだ収束の見通しが立たない状況である一方、ワクチン接種が順次進められている

ことで、穏やかな日常が一刻も早く来ることが期待されております。引き続き町民の皆様

には、繰り返しになりますけれども、感染防止対策の徹底にご理解、ご協力をお願いしま

すとともに、感染状況やワクチンなどに関する情報について、できるだけ迅速な対応、周

知に努めてまいりますので、ご理解をお願いいたします。以上です。 
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○議長（谷 康男君） 大川議員。 

○７番（大川新也君） 最初に聞きました臨時議会の翌日に新聞公表になった集団接種の

件は答弁なかったと思うんですけど、そのあたりはいかがですか。 

○議長（谷 康男君） 健康づくり福祉課長。 

○健康づくり福祉課長（濵田 茂君） 臨時議会で、私の記憶では、５月の末の金曜日

に、小豆島中央病院の内海診療所で50名程度の接種を進める。その次の週から、土日でイ

マージュセンターで集団接種を始めるというふうに説明したつもりなんですけれども、そ

れが十分伝わってなかったとすれば、非常に申し訳ありませんでした。以上です。 

○議長（谷 康男君） 大川議員。 

○７番（大川新也君） 私が聞き落としたのかも分かりませんが、翌日の新聞でびっくり

いたしました。なぜ前日に発表できなかったのかというふうに私はずっと思っておりま

す。勘違いかも分かりませんが、そういったことは、せっかく臨時議会を開いたんであり

ますから、正式に発表するべきと思っておりましたので質問をしました。 

 午前中に出なかった内容で、少し付け足して質問したいと思います。 

 先日、ある企業の社長さんからお話を聞きました。60歳以下になります現役の従業員で

すが、工場でラインで仕事をしてますから、集団接種に関しましては、土日のイマージュ

を選べればいいんですが、従業員の接種はどういうふうに今後、我々、社長さんはどうや

っていったらいいのか。１人抜ける、２人抜けるというふうなことで、予約を取った方が

仕事に休暇を取って接種に行かれたときに、工場自体がラインが止まってしまうというよ

うな状況もあります。今後、職域ごとの集団接種とか、そういうような考えはあるのかど

うか、いかがですか。 

○議長（谷 康男君） 健康づくり福祉課長。 

○健康づくり福祉課長（濵田 茂君） 職域接種のご質問をいただきました。 

 国のほうは、従業員が1,000人以上の事業所について集団接種をやってくださいという

ふうにお願いをしておりますが、私が知る限り、島内の企業で集団接種を計画していると

ころはないと思います。ＪＡにも確認しましたが、その予定はまだ未定ということで、議

員ご質問の、どうすればいいのかというご質問ですが、今現在考えていることにつきまし

ては、小豆島中央病院、集団接種のイマージュセンターそれぞれ、今、接種枠が１日

300名になっております。これについて、例えば中央病院では、そこを１割増しとか、イ

マージュセンターでも、できれば一日に400人、接種枠を増やしていけないかということ

を、現在、様子を見ながら検討してます。これで土日の従業員の方に接種をしていただけ
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ればいいかなと思います。 

 ただ、担当者のほうにも問合せがあるんですけれども、平日に行ければいいという従業

員の方もいらっしゃるかも分からないんですが、そこは企業の休暇だけの問題ではなくっ

て、工場の体制とかもあって、どうしても土日がいいというようなお声も強くなるだろう

ということから、土日の接種枠をできる限り増やしたいと考えているのが現状です。 

 なお、案内については、今のところ、土庄町との協議では、年齢順にこのまま下のほう

に下げていって案内をしていこうということで、混雑を回避するということもありますの

で、現状のご案内の対応で進めていきたいなというふうに現状では考えているところで

す。以上です。 

○議長（谷 康男君） 大川議員。 

○７番（大川新也君） なかなか土日で集中すれば難しいと思うんです。企業の規模にも

よると思いますが、今、町内の企業さんも、かなり１週間の間に３日、４日と休業しなけ

ればならないというふうなことで臨時雇用調整、そのあたりの給付金も出ますが、それで

は十分に追っつかない。それの上に、まだ従業員が平日に接種のために休んでいかれたん

では、大変悩んでおいでます。各企業の社長さん全ての方が悩んでいる、従業員を抱えて

いるところは、そういった問題がかなりあると思うんですね。 

 私がお会いした社長さんも、すぐにでも町のほうに連絡して相談しようかなというふう

な意向の方でありましたので、一応、今回、議会の一般質問でそのことも確認したいと思

いますが、できたら直接町のほうに相談にというふうなことでお願いはしておりますの

で、今後、健康づくり福祉課、町全体、このワクチンの接種に対して大変だと思います

が、対応のほうをよろしくお願いしたいと思います。 

 続きまして、２問目に入ります。草壁高松航路再開に向けて。 

 ３月末にて休止となった草壁高松航路ではあるが、ここ２か月が経過し、その後、どの

ような状況なのか。午前中同様の質問がございましたが、３月議会では町長は、草壁港

は、港として機能が確保されている間は、僅かでも可能性が残されていると答弁されまし

た。今後どのような対策を講じていくのか。また、一度、これは提案ではありますが、住

民に向けた意見聴取、また意向調査、アンケートみたいなものを町として行う考えはある

のかどうか質問したいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（谷 康男君） 町長。 

○町長（松本 篤君） 大川議員から草壁高松航路再開に向けてのご質問をいただきまし

た。 
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 初めに、休止から２か月が経過した状況でございますが、新たな参入の意向を示される

航路事業者はなく、コロナ禍で不要不急の移動が制限の中ではありますが、住民の方々

は、池田、坂手、土庄港を利用され、高松に行かれていると考えておるところでございま

す。 

 今後につきましては、森崇議員への答弁でも申し上げましたように、草壁港の機能の維

持管理を継続し、交流人口の拡大、産業の活性化、文化活動の推進等を図り、町と島の魅

力を高め、海の復権と全ての港の活性化を目指したいと考えております。具体的には、瀬

戸内国際芸術祭における港での作品展開をはじめ、ふるさと納税の拡大による地場産品の

物流の活性化など、地域の魅力を高める施策によりまして可能性を残していく所存でござ

います。 

 最後に、住民に向けた意見聴取、意向調査等につきましては、住民団体によるこれまで

の署名活動やアンケート調査によって、航路存続の希望は一定程度把握しておりますこと

から、改めての実施は考えておりませんが、将来的に草壁高松航路への新規参入意向を示

す航路事業者が現れましたら検討したいと考えているところでございます。以上です。 

○議長（谷 康男君） 大川議員。 

○７番（大川新也君） 意向調査は今のところ考えてないということですが、できました

ら、町として実際に２か月たって、住民としてどうなのか、本当に必要とされているのか

どうか、そういった数字を出すためにも、やはり、これは行うべきではないかなというふ

うに思います。署名運動とか青年団が行いましたアンケートも、数字的には集まりといい

ますか、人口の比率にしますと、多くとは言えませんので、これは、やはり町として、実

際に草壁航路が必要かどうかという町民の声を聞くのが必要、まずはそれをやらなければ

存続どうのこうのという問題はできないと思います。準備会議といいますか、団体のほう

でやればいいのかと思いますが、これは町として一度方針を固めるためにも、そういった

調査を行うべきではないかと思います。 

 また、２か月たちましたが、草壁港にはブルーラインが停まったままでございます。来

年ですかね、瀬戸芸が始まりますと、多分、臨時であの船が動くんかなというふうに町民

の方、地元の方は思っておりますが、今泊まっておりますブルーライン、ずっとあのまま

停めておくのか、どこかへ行くか、そういったことは、全然、両備のほうから情報はない

のでしょうか。そのあたり、住民によりますと、目障りやから、どっかへ持っていってく

れたらええのにというふうなことも結構声を聞きます。そのあたり、町としては係船料で

すか、それは頂いてるから、どうにもできませんというふうな答弁かと思いますが、その
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あたりどんなんですか。 

○議長（谷 康男君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（川宿田光憲君） まず、住民の方に向けて町が調査をやるべきではない

かというご指摘、ご質問でございますけれども、これまでの住民団体に方によって３千名

を超える署名あるいは青年団による千名を超える存続の希望、こういったものは頂戴して

おりまして、恐らく草壁航路につきましては、議員の皆様もそうですし、住民の皆様もそ

うですけれども、当然あったほうがいいというご意見かとは思います。町としましては、

では、それをいただいた後の動きっていうのを当然考える必要がございまして、そこは、

やはり新しい参入の可能性の芽が、そういった動きがありましたら、町長の答弁にもあり

ましたように、その時点で考えていきたいというふうなことで思ってございます。 

 それから、今の船ですけれども、両備グループさんとお話ししている中では、まだ売却

するのか、あるいは他の航路で活用するのか決めかねてるということで、今のところはお

聞きをしております。ですので、今後どういった動きになるか、まだ確定しておりません

が、そういった動きが出ましたら、またご報告させていただきたいと思います。以上で

す。 

○議長（谷 康男君） 大川議員。 

○７番（大川新也君） ちなみに係船料、１年１か月幾らですか、ブルーライン、発表で

きませんか。 

○議長（谷 康男君） 建設課長。 

○建設課長（唐橋幹隆君） 係船料については、毎月申請が出てきておりまして、ちょっ

と詳しい資料は手持ちで持ってませんので、後ほどお知らせさせていただきたいと思いま

す。 

○議長（谷 康男君） 大川議員。 

○７番（大川新也君） それが一番大事なんです、聞きたいんですけどね、分かりまし

た。 

 それでは３問目に参ります。 

 先日、報道によりますと、午前中にもお話が出ましたが、小豆島町が観光庁の策定した

日本版持続可能な観光ガイドラインのモデル地区に選定されました。また、これも新聞の

情報ですが、昨年度、小豆島への観光客は、コロナ禍の中、前年の40％減と発表されまし

た。小豆島、観光の島として、その中でも、私は、昔、伝統のある文化、伝統のある島遍

路、島八十八ヶ所霊場めぐりも本当に歴史のある観光だと私は思っております。 
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 最近ですが、神懸通地区では、自治会、地区管理の八十八ヶ所の札所の解体とか改修と

かの問題が発生しました。私のほうにもご相談がありまして、行政のほうから何らかの助

成、補助はないかというふうなことでお聞きしましたが、なかなか、あくまでも政教分離

というふうな観点から、行政のほうから補助金とかは交付できないというふうな考えもあ

ります。 

 しかし、実際に八十八ヶ所、先日、あるお寺さんでお話を聞きましたところ、実際には

90か所ぐらいの札所があるそうで、そのうち各寺院の管理のお寺はごく僅かだというふう

なことです。実際には各地区、先ほど申しましたように、自治会とか、その地域とかが維

持管理を行っていると。先ほど言いました神懸通２地区とも自治会の管理です、地域の管

理です。ですから、改修、解体には、その地域で寄付金を集めて、役員さんが一生懸命に

なって解体また改修が完成しました。 

 そういった点で、今後、町内、小豆島全体でかなりのそういった地域管理の札所がある

と思われますが、そのあたり、町として、観光面からとして何か助成はできないものか。

実際に町から小豆島霊場協会ですか、そういったところには、両町から幾らかの助成金と

いいますか、補助金は出てるというふうなことですが、あくまでも地域管理の札所に対す

る助成金なりが出ないものかどうか、そのあたり、どういうふうにお考えでしょうか。 

○議長（谷 康男君） 町長。 

○町長（松本 篤君） 大川議員から島八十八ヶ所札所のうち、自治会、地区管理の札所

の維持管理に対する支援についてご質問をいただきました。 

 島八十八ヶ所につきましては、ピーク時の昭和58年には約15万８千人の巡拝者が島内で

宿泊するなど、文化遺産であると同時に貴重な観光資源、また島の風物詩となっておりま

した。しかしながら、昭和63年の瀬戸大橋開通以降、年々巡拝者が減少しており、平成

28年以降は宿泊者ベースで１万人を割り込み、昨年に至っては、宿泊者が約1,400人にま

で落ち込んでおります。このため、島内各所にあった、いわゆる遍路宿の多くが廃業に追

い込まれ、札所になっている寺社や庵なども、その維持にも苦慮していると伺っておりま

す。 

 議員ご指摘のとおり、政教分離の原則から、憲法第89条において、宗教上の組織もしく

は団体の使用、便益もしくは維持のため、公金を支出したり、公の財産を利用の用に供し

たりすることが禁じられており、札所など宗教上の施設改修に対して公金を支出すること

は基本的に困難と言わざるを得ません。 

 ただし、札所であっても、地域の集会所や避難所に使用していると認められる施設につ
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きましては、小豆島町自治会集会所等整備事業費補助金の対象としており、施設改修費や

備品購入費の一部を助成しているところでございますので、ご理解を賜りますようお願い

申し上げます。 

○議長（谷 康男君） 大川議員。 

○７番（大川新也君） 集会所や避難所になってないところの問題なんですね。先ほど言

いました神懸通地区の２地区とも避難所にはなってないです、集会所にもなってないで

す。ただ単に庵があるだけなんです。そういったところは多分あると思いますよ。庵で、

そこが避難所じゃ、集会所じゃというところは、あんまり聞いたことがないと思いますの

で、そのあたり政教分離、憲法どうのこうの言われても、そのとおりですけど、やはり観

光面から、今後の小豆島の観光を考えると、伝統と文化のある霊場、そういったところ

を、本当に役員さんは大変なんです。そのあたり、その２地区は、どうにか皆さんの寄付

をいただいて解体なり改修ができました。新聞にも紹介されました。 

 そこで、そういったことも、今後、前向きに検討していただきたい。あくまでも観光

面、そういったところで何らかの策はないか、商工観光課長、どうですか。 

○議長（谷 康男君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（入倉哲也君） 先ほど大川議員からもお話のありましたとおり、町のほ

うからは、小豆島巡礼者誘致協会っていうところに対しまして、令和元年から年間15万円

の補助金を出しております。これは土庄町も同額で執行しておりまして、これは巡礼者誘

致のためのＰＲ活動であったり、寺社であったり、庵の敷地外の案内看板等の設置に対し

ての支援を行っているところでございます。 

 それで、先ほどご質問のあった集会所であったり、避難所になってないというところで

ございますが、できましたら、集会所が併設しておる庵であったり、そういったところに

ついては総務課が管轄しておりますけれども、自治会集会所の整備事業でご対応いただけ

たらと思っております。以上です。 

○議長（谷 康男君） 大川議員。 

○７番（大川新也君） だから、集会所や避難所になってないところなんでしょ。なっと

るところは、そう言われるように、もう補助金が出るんですから使わせてもらうけど、な

ってないところを考えていた。 

 それと、巡拝者の協会のほうに両町で15万円、それは本当にご住職も喜んでおります。

しかし、今年度はちょっと申請が遅れてとかいうことで、いろいろ内部でもめとるそうな

んで、できましたら、その避難所とか集会所になってない庵、本当に細々と、30年、40年
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前でしたら、島にお遍路さん、管理人の方、我々子供の時代から、本当に多くのお遍路さ

んがおいでて、おさい銭もかなり多く入っておりました。それで維持管理をやってきた、

そういった小さな庵とか、本堂、お堂とかというようなところが、今、本当に困っておる

んです。その分、建物も傷んできておりますので、ぜひこれは前向きに何らかの方法でで

きないものか。今後そういった箇所が増えてくると思います。そしたら、88番が70番、

50番とだんだん減ってくる可能性があるんですよね。せっかく、この島遍路という売り物

にして観光客を、リピーターも結構あるらしいですよ、お遍路さんは。観光客のリピータ

ーは、それ以外の映画村とかオリーブ公園とか、観光客はなかなかリピーターはないそう

ですが、お遍路さんに関しましては、リピーターがかなりあると住職も申しておりました

ので、ぜひそのあたり前向きに、本当に前向きに考えていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。以上で終わります。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（谷 康男君） 12番鍋谷真由美議員。 

○１２番（鍋谷真由美君） 私は４点について質問いたします。 

 まず第１点目、コロナ対策についてです。 

 コロナ感染拡大の第４波は、東京、大阪だけでなく全国に広がり、感染者も重症者も増

え続けています。県内でも、先月は最多の730人が感染し、島内、町内でも感染者が出て

いるところです。 

 感染力が強く、重症化のリスクも大きいとされる変異株の広がりで、若年層にも感染が

拡大しています。医療危機と、その下で入院も治療も受けられない患者の急増、長引くコ

ロナ危機による暮らしと事業の疲弊と危機などが深刻になっています。 

 緊急事態宣言が延長、拡大され、まん延防止等重点措置も広がっていますが、これまで

と同じ対策の延長線上ではコロナを封じ込めることはできないのではないでしょうか。コ

ロナ封じ込めを戦略目標に据え、ワクチンの安全、迅速な接種、大規模検査、十分な補償

と生活支援の３本柱での対策を強化することが必要です。 

 そこで質問いたします。 

 ワクチン接種が始まりました。周囲でも接種した人は増えております。大変努力され、

当初予定より進んでいるようですが、現状と今後の見通しについてお尋ねします。 

 迅速なワクチン接種は極めて重要ですが、感染抑止の社会的効果が得られるまでには一

定の時間がかかります。他の対策と一体に進めてこそ、感染を封じ込めることができま

す。高齢者施設、医療機関などに対する頻回、定期的な社会的検査とともに、無症状感染
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者、初期症状感染者を見つけ出し、保護することは、感染力が強い変異株の拡大によって

いよいよ重要になっています。例えば三豊市では、積極的な感染防止対策として、市民等

への抗原検査を行い、無症状の人でも感染の不安がある人が早期に検査を受けられる体制

を整えることで蔓延防止を図るということです。三木町では、町内で勤務する介護、教育

従事者らにＰＣＲ検査を行うことを決めました。三豊市や三木町のような積極的で規模の

大きい感染防止の取組を行うべきではないでしょうか。 

 さらに、自粛要請などで打撃を被っている全ての中小企業、個人事業主、労働者に対し

て十分な補償と生活支援を行うことが必要だと考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（谷 康男君） 町長。 

○町長（松本 篤君） 鍋谷議員のコロナ対策についてのご質問にお答えをいたします。 

 まず、ワクチン接種の現状と見通しにつきましては、浜口議員のご質問で答弁いたしま

したとおり、高齢者については７月末、全ての町民に対しては、新たな政府目標である

11月の完了を目指しているところでございます。 

 次のＰＣＲ検査等の実施とワクチン接種の一体的な実施による感染防止対策の強化でご

ざいます。 

 香川県によるＰＣＲ検査が、介護施設等の従事者、５月末に３回目、飲食店の従業者、

６月に２回目、妊婦、１回と対象を拡大して行われるようになりました。小豆郡内の限ら

れた医療提供体制において、町は、まずは希望する方への早期のワクチン接種に努めてま

いりたいと考えておるところでございます。 

 ＰＣＲ検査等によるスクリーニングにつきましては、さらなる対策を香川県にお願いす

ることで、県と町とが互いに役割分担の上、感染防止対策を講じたいと考えておりますの

で、ご理解をお願い申し上げます。 

 ３点目の新型コロナウイルス感染症の影響による事業者支援につきましては、先般、商

工会からもご要望をいただいており、今期定例会の補正予算に第２次地域産業持続化給付

金を計上させていただいたところでございます。 

 給付金の詳細につきましては、担当課長から説明をさせます。 

○議長（谷 康男君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（入倉哲也君） 私からは、第２次地域産業持続化給付金の内容について

ご説明をいたします。 

 今回の補正予算において計上しております給付金につきましては、給付対象を会社法人

以外の法人や個人事業者に拡大をし、給付額も増額した内容となっております。３月定例
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会で鍋谷議員からもご指摘のあった町税の完納要件の緩和につきましても、分納誓約をい

ただいた場合は給付金の対象とする取扱いとしたところでございます。 

 また、昨年度の地域産業持続化給付金の従業員加算分を従業員に還元した事業者もある

と伺っており、今回の第２次地域産業持続化給付金が事業継続や雇用の維持はもちろんの

こと、労働者への支援にもつながることを期待するところでございますので、ご理解を賜

りますようお願い申し上げます。 

○議長（谷 康男君） 鍋谷議員。 

○１２番（鍋谷真由美君） ワクチンの接種のことですけれども、先ほども説明がありま

したけれども、年齢順にいくということなんですけれども、医療施設、福祉施設等は先に

やられてると思うんですけど、関連の訪問系の訪問介護とか訪問看護とかヘルパーさんと

か、そういう人たちはそこに含まれているのかどうか。それとまた、教育関係や観光、交

通関係に従事している人は、年齢順ではなく、そういうところを先にするとか、そういう

お考えはないのでしょうか、お尋ねします。 

○議長（谷 康男君） 健康づくり福祉課長。 

○健康づくり福祉課長（濵田 茂君） まず、ご質問の介護従事者のうち、在宅系の職員

です。この職員については、可能な限り早く接種できるように努めているところで、特に

施設系の併設している訪問の職員については既に接種をしており、単独のところについて

も、キャンセル枠とか、できれば優先的な取扱いをしているところでございます。 

 次の交通関係についても優先的に接種を進めているところでございまして、残っている

のは、教職員のほうが最後の待機者リストっていうキャンセルリストの中に残っているの

が現状です。以上です。 

○議長（谷 康男君） 鍋谷議員。 

○１２番（鍋谷真由美君） 第２次地域産業持続化給付金ができるということは歓迎しま

すし、また、分納誓約者に対して給付ができるということは一歩前進だと思います。あと

労働者にも還元されるということなんですけれども、今はやっぱり、若い人、学生がコロ

ナで学校も行けないとか大変困っている実態があると思うんですけれども、学生に対する

給付っていうのが一度ありましたけれども、それについて第２次というお考えはないんで

しょうか。 

○議長（谷 康男君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（川宿田光憲君） 令和２年度に大学生あるいは高校生の方々に給付をさ

せていただきましたけれども、今のところ、そういったお声は直接いただいておりませ
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ん。国のほうもそういった動きがないということでございますけれども、もし今後、そう

いったお困りの声、そういったものが大きくなり、まさに対応が必要になった場合には検

討をしてまいりたいと考えてございます。 

○議長（谷 康男君） 鍋谷議員。 

○１２番（鍋谷真由美君） ぜひいろんな声を聞いて検討していただきたいと思います。 

 コロナ関連でもう一点お尋ねしたいんですが、子供の体育とか運動時のマスクの着用に

ついて、今どういうふうになってるんでしょうか、小豆島町では。 

○議長（谷 康男君） 教育長。 

○教育長（坂東民哉君） 昨年のコロナ禍における文部科学省からの体育の授業の行い方

について、接触を避けるとか、マスクについては、基本的に着用するということにはなっ

てます。ただ、それは体を動かしていない時間帯であって、当然、運動するときには外す

ようにと。先日も、アイランドピックということでクラスマッチが中学校のほうであった

んですけれども、通常動いている、準備をしているとか、そういう段階ではマスクを着用

してますけど、競技中はマスクを外して運動を行うということで対応をしております。以

上です。 

○議長（谷 康男君） 鍋谷議員。 

○１２番（鍋谷真由美君） 子供の運動中のマスクについては問題も起きているようです

ので、運動中はマスクを外すということを徹底すべきかなと思いますので、よろしくお願

いします。 

 それと、三豊市、三木町では、県の検査に含めて独自の検査を行っております。小豆島

町でもぜひ考えて検討をしていっていただきたいということを重ねてお願いいたします。 

 次の質問に行きます。核兵器禁止条約についてです。 

 核兵器禁止条約は2017年７月に国連で採択され、2020年10月に発効に必要な50か国の批

准に達したため、2021年１月22日に発効となりました。この条約の発効は、広島、長崎の

被爆者をはじめ、核兵器のない世界を求める世界の圧倒的多数の政府と市民社会の共同し

た取組による画期的成果です。人類の歴史で初めて核兵器は違法とする国際法が誕生した

ことは巨大な意義を持つもので、核兵器保有国や核兵器に依存する国を国際法違反の国と

して政治的、道義的に追い詰め、核廃絶を求める大きな力になるものと考えます。核兵器

禁止条約が持つ法的な規範力と世界の諸政府、市民社会の力が合わさって核兵器のない世

界への道を切り開く新しい時代が始まったと思います。 

 ところが、菅首相は、条約に参加する考えはないと、被爆者や国民の願いに冷たく背を
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向けています。菅政権が世界の流れに背を向けて核抑止力の維持強化を持ち出し、国民多

数が望む禁止条約への参加を拒否していることは恥ずべき態度であり、内外で失望を広げ

ています。 

 核抑止という考えは、いざとなれば、広島、長崎のような破滅的な人道的結果を容認す

るものであり、到底許されるものではないと考えます。唯一の戦争被爆国である日本が条

約に参加すれば、核兵器のない世界の実現に向け、大きな前向きの変化をつくることは疑

いのないことではないでしょうか。まず、このことに対しての町長の見解をお尋ねしま

す。 

 そして、非核平和都市宣言をしている町として、政府に早期批准を求めていただきたい

と思いますが、いかがでしょうか。また、禁止条約を求める署名の推進に協力をすること

や、庁舎に条約批准を求める懸垂幕を掲示することなど批准推進のための取組を具体的に

行っていただきたいと思いますが、いかがですか。 

○議長（谷 康男君） 町長。 

○町長（松本 篤君） 鍋谷議員からのご質問にお答えをいたします。 

 議員がおっしゃるとおり、本年１月22日に核兵器禁止条約が発効され、核兵器なき世界

の実現に向けての歩みが進んでおります。しかしながら、核兵器廃絶への取組に関しまし

ては、国政の場で議論すべきものであると認識いたしておりますので、町長としての答弁

は差し控えさせていただきたいと思います。 

 本町といたしましては、平成18年12月議会定例会で決議されました平和の町小豆島町宣

言にのっとり、様々な機会を捉えて核兵器の恐ろしさや戦争の悲惨さ、平和の大切さを呼

びかけてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げまして

答弁といたします。 

○議長（谷 康男君） 鍋谷議員。 

○１２番（鍋谷真由美君） 答弁は控えるということですけれども、町長も、この条約批

准を求めるということには賛同いただいてると思っております。 

 今、庁舎には平和の町宣言の懸垂幕が掛かっているわけなんですけれども、この核兵器

禁止条約批准を求める懸垂幕、具体的には、これを掲げるということについてはいかがで

しょうか。 

○議長（谷 康男君） 町長。 

○町長（松本 篤君） 先ほども申し上げましたように、小豆島町長としては答弁を差し

控えさせていただいておりますし、先ほど申しましたように、平和の町小豆島町宣言にの
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っとった対応をしてまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただけたら

と思います。 

○議長（谷 康男君） 鍋谷議員。 

○１２番（鍋谷真由美君） 平和の町小豆島町宣言にのっとった平和の施策、具体的にさ

らに広げていっていただくことをお願いしたいと思います。 

 次の質問に移ります。ジェンダー平等についてです。 

 ジェンダーとは、生物学的な性別に対し、社会が人々に押しつける女性はこうあるべ

き、男性はこうあるべきなどの社会的、文化的につくられた性差のことで、ジェンダー平

等とは、そうした意識を乗り越え、対等な関係性をつくっていこうという考え方です。

2015年国連で採択された持続可能な開発目標ＳＤＧｓは、2030年までに達成すべき17の目

標の５番目にジェンダーの平等を達成し、全ての女性と少女のエンパワーメントを図るこ

とを掲げ、ジェンダーの視点を据えることを強調しました。 

 多くの国で、女性は育児や介護、家事労働を担う存在としてみなされ、自立して能力を

発揮することが妨げられています。法律や制度の上では、一見、男女平等となったように

見える日本においても、働く女性の半分は非正規雇用で、政治参加が後れ、自由を阻害さ

れ、暴力にさらされ、その力を発揮することができていません。その大本にあるのがジェ

ンダー差別で、女性だけでなく男性も、男は会社に尽くし、妻子を養って一人前といった

規範が押しつけられ、過酷な搾取の下に縛りつけられているのです。 

 日本のジェンダーギャップ指数は153か国中120位で、世界の中でも、とりわけ男女格差

が深刻です。さらに、新型コロナ感染拡大の下、女性の貧困やＤＶ、自殺者の急増など日

本のジェンダー政策の後れがあぶり出されているところです。まず、ジェンダー平等につ

いての町長の認識をお尋ねいたします。 

 次に、本町の取組について。 

 本町は小豆島町いきいきプラン～第２次男女共同参画基本計画～を作成し、取り組んで

います。計画では、町審議会の女性委員の登用率は20.8％、町職員の女性管理職の割合は

13.3％で目標値を下回っていますが、その後の状況はどうなっていますか。さらに、ＳＤ

Ｇｓに掲げられたジェンダー平等の達成に向けて、町のあらゆる事業の中にジェンダー平

等を位置づけ、取組を強化する必要があると考えますが、いかがでしょうか。 

 次に、選択的夫婦別姓についてです。 

 夫婦同姓を法律で強制している国は世界で日本だけで、女性が改姓するケースが96％。

改姓は、通帳などの名義変更に係る膨大な労力などをもたらします。選択的夫婦別姓は、
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別姓を選びたい人は別姓にできるというもので、同姓にしたい人にとっては、これまでと

何も変わらず不利益も起こりません。 

 国連の女性差別撤廃委員会からも夫婦同姓の義務づけを見直すように何度も勧告されて

います。選択的夫婦別姓を認める民法改正を行うよう町として国に働きかけていただきた

いと思いますが、いかがでしょうか。 

 性暴力、ハラスメントについては、その被害に声を上げる♯ＭｅＴｏｏ運動などが日本

でも世界でも大きく広がっています。性暴力、セクハラ、ＤＶなどは、どれも重大な人権

侵害であり、被害者は悪くない、相談をというメッセージを社会全体で打ち出すことが大

切です。被害に遭ったことを独りで抱え込まないように、相談機関の充実、周知徹底が重

要ですが、現状はどのような相談体制になっているのでしょうか。 

 また、多様な性的指向、性自認の人々への支援については、本町でもパートナーシップ

宣誓制度を導入したところですが、さらに、性の多様性に対する職員や学校教職員等への

研修、町民への啓発、当事者等の専門相談窓口の設置などの取組を進めていただきたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

 最後に、生理の貧困問題については、臨時議会で生理用品の配布が決まったことは一歩

前進です。しかし、生理の貧困の解決は、女性だけでなく男性と社会、ジェンダー平等の

課題です。女性は、生理で肉体的、精神的につらいだけでなく、経済的な負担まであるの

です。コロナ対策、貧困対策としてだけでなく、生理用品の継続的な無償支給を行う必要

があると思います。まず、学校でのトイレットペーパーのようにトイレに配置し、無償で

配布することを目指すとともに、国に財政措置を求めていただきたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

○議長（谷 康男君） 町長。 

○町長（松本 篤君） まず、ジェンダー平等の実現に関しましては、持続可能な開発目

標ＳＤＧｓの一つであり、性差による差別や社会的、文化的障壁の撤廃であり、国際社会

の一員として取り組むべき重要な課題として、国内経済の発展においても重要視されてい

る目標であると認識をいたしております。 

 次に、このジェンダー平等に関連する５点の質問についてお答えをいたします。 

 １点目の審議会委員、管理職への女性登用につきましては、令和２年度の現状値は議員

ご指摘のとおりでございますが、小豆島町いきいきプラン策定当初からは着実に増加傾向

にあり、本年度におきましては、女性管理職員の割合が目標値を超え、17.2％になるなど

一定の成果が得られており、継続して取組を進めていく考えでございます。 
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 ２点目の、いわゆる選択的夫婦別姓制度につきましては、議員ご発言のとおり、夫婦同

氏制を採用している国は日本のみであるとされており、日本が批准する国際条約に抵触す

るものとして勧告を受けているとも聞いております。しかし、既に法務省内で同制度の導

入に関する議論が行われておりますことから、今後、議論が深まることを待ちたいと考え

ておるところでございます。 

 ３点目以降につきましては、それぞれ担当課長から説明をさせます。 

○議長（谷 康男君） 住民生活課長。 

○住民生活課長（谷本靜香君） 私のほうからは、設問の中の３点目の性暴力、ハラスメ

ントに関しまして、それと４番目の多様な性指向、性自認の方々の支援に関しまして説明

させていただきます。 

 まず、３点目の性暴力及びハラスメント被害者救済につきましてですが、まず、性暴力

被害に関しましては、香川県が平成29年度に開設しました性暴力被害者支援センターが対

応することとなっておりまして、令和元年度では300件余りの相談が寄せられたと聞いて

おります。 

 また、ハラスメント被害に関しましては、都道府県、それぞれの県の労働局をはじめ、

法務局、市町村など各分野で相談窓口が設けられておりますほか、法改正によりまして各

事業者の事業所内にも相談窓口を設けることが義務化されております。対応すべき社会的

課題として認識が進んでおり、充実する状況にございます。また、これら相談窓口につき

ましては、小豆島町いきいきプランに基づきまして、広報、ホームページに相談先を掲載

しまして周知に努めるところでございます。 

 ４点目の性の多様性に関する研修、啓発につきましては、今年３月に当事者団体をお迎

えしまして職員研修を実施したほか、広報紙では、令和３年５月号にＬＧＢＴに関する特

集記事を掲載したところであり、今後も、さらに工夫した啓発に取り組んでいきたいと考

えております。 

 また、相談窓口に関しましては、人権推進室が初期対応を行い、相談内容に応じて、香

川県設置の専門の窓口、当事者団体も含めて連携を行いまして、問題解決、被害者救済に

向けた対応を実践いたしております。以上です。 

○議長（谷 康男君） こども教育課長。 

○こども教育課長（後藤正樹君） 私からは、４点目の性の多様性のうち、学校における

取組、５点目の生理用品を学校のトイレに常備することについてのご質問にお答えいたし

ます。 
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 性の多様性につきましては、児童・生徒など心身ともに成長途上の多感な時期に戸惑い

や不安になることも考えられ、学校において教員が適切に対応することは、とても重要な

ことと考えています。したがいまして、高松市が作成しましたＬＧＢＴに関するパンフレ

ットを全ての教職員に配付するとともに、毎年、香川県教育委員会が開催しておりますＬ

ＧＢＴに関する研修に教員に積極的に参加をさせております。その教員に学校現場へフィ

ードバックしてもらうことによって教職員のスキルアップにつながるという状況でござい

ますので、今後も引き続き行ってまいります。 

 次に、生理用品を学校のトイレに常備することにつきましては、学校現場からは、他人

に知られたくない、あるいは目の触れるところに常備することに抵抗があるように思うな

ど児童・生徒への配慮が必要であり、従来どおり保健室に常備することで対応したいとい

うことを回答としていただいております。 

 保健室で直接児童・生徒に渡すことで、家庭の事情を把握したり、取扱方法を直接指導

することができます。児童・生徒にとっても、一人で悩むことなく、生理以外のことにつ

いても相談できる機会となりますので、保健室で渡すことのメリットはとても大きいと考

えております。 

 今後、学校や児童・生徒の状況を踏まえて、学校からトイレに常備するよう希望があり

ましたら、その時点で対応したいと考えております。 

○議長（谷 康男君） 鍋谷議員。 

○１２番（鍋谷真由美君） 最後の部分ですけれども、多様な性的指向のところで、県の

研修に学校の職員が参加しているということですけども、毎年あるんでしょうか、何人ぐ

らいが参加しているとか分かりますか。 

○議長（谷 康男君） こども教育課長。 

○こども教育課長（後藤正樹君） 直近では、令和２年度だったかな、３名の教員が参加

しております。その研修に直接参加する教職員の数は少ないので、学校現場へフィードバ

ックするようにお願いをしておりますし、現場でもそのようにしております。 

○議長（谷 康男君） 鍋谷議員。 

○１２番（鍋谷真由美君） それから、生理用品の問題ですけども、今、現場では、保健

室でということなんですけれども、子供たちの声も聞く機会があればいいのかなと思うん

ですけれども、トイレの個室内に置くことで、誰もが入手しやすいっていうこと、それか

ら、必要な人に届く。保健室へ行くということ自体がハードルになる場合もありますし、

短い休み時間でもらいにいくということで、これは別のところですけど、聞いた話では、
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保健室へもらいにいってて休み時間がなくなって授業に遅れたみたいな話もあるそうです

から、やはり、健康を守って教育機会を保障するという上でもトイレの個室に置く、トイ

レットペーパーと同じように、そこへ行けばあるということは本当に安心できることでは

ないかと思います。 

 今、全国ではそういう取組も広がっております。それで、実際にそういうことを行って

いるところのことも聞いたり研究していただいて、前へ向いて進むように進めていってい

ただけたらと思います、どうでしょうか。 

○議長（谷 康男君） こども教育課長。 

○こども教育課長（後藤正樹君） まず、保健室へ行くのがハードルが高いっていうの

は、非常にあってはいけないことだと思います。保健室へ行くことが児童・生徒にとって

行きやすい環境づくりっていうのは、もし実際にあるんであれば、その辺は改良していき

たいと思います。 

 それから、他の地域では、そういうところ、トイレに直接置いてるというところもある

ということですけれども、現場の先生方のご意向、保健室の養護先生の意向を確認しなが

ら進めてまいりたいと思います。 

○議長（谷 康男君） 鍋谷議員。 

○１２番（鍋谷真由美君） 先生の意向も大事なんですけど、やっぱり、当事者の子供た

ちの声っていうのも、何らかの形で子供の声を聞いていただくということもお願いしたい

と思います。以上で終わります。 

 すいません、もう一つありました。ごめんなさい。 

 最後です。行政のデジタル化についてです。 

 デジタル関連法が５月12日、参院本会議で可決成立しました。行政のデジタル化を通じ

て集まる膨大な個人情報を大企業のもうけの種に利用する仕組みを拡大するものです。多

くの市民団体や法律家が、プライバシー権を侵すものとして反対していました。プライバ

シー権をおろそかにしたデジタル化では、国民のための利便性向上にならないと考えま

す。 

 デジタル化によって、窓口を減らしたり、紙の手続を取りやめ、対面サービスを後退さ

せる事例が相次いでいます。デジタル技術を使える人と使えない人の間で行政サービスに

格差があってはならないと思います。町長は、行政のデジタル化についてどのような認識

を持っているのか、お尋ねします。 

○議長（谷 康男君） 町長。 
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○町長（松本 篤君） 鍋谷議員から行政のデジタル化に対する認識についてご質問をい

ただきました。 

 結論から申し上げますと、行政のデジタル化は、よりよい行政サービスを提供する上で

重要な施策であるとの認識でございます。国では、９月にデジタル庁が発足予定であり、

県においては、４月からの組織改正に併せてデジタル戦略総室が新たに設置されるなど、

まさに国、地方自治体が総力を挙げてデジタル化による行政サービスの向上を進める動き

が進んでおります。本町におきましても、遅れをとることがないよう、国が定める自治体

ＤＸ計画に基づき、鋭意準備を進めているところでございます。 

 議員ご指摘のとおり、デジタル化が進むことで、その恩恵を等しく享受することができ

ないといった格差が生じてはなりません。特に、高齢者の多い本町にとっては大きな課題

であると認識をいたしております。 

 まずは、専門的人材が不足する状況にありますことから、先般、ウェブ形式で開催され

た香川県市町長会議において、県下で高齢化率が最も高い本町の実情を踏まえ、デジタル

人材の派遣を要望したところでございます。 

 その他、今後の取組などにつきましては、担当課長から説明をさせます。 

○議長（谷 康男君） 総務課長。 

○総務課長（久利佳秀君） 私からは、本町の課題に対する今後の取組などについてご説

明をいたします。 

 先般、香川県及び17市町で構成されるかがわスマート自治体協議会、これは、先ほどの

市町長会議とは別に担当レベルでの会でございますけれども、これがウェブ形式により開

催をされました。その中でも、いわゆるデジタルディバイド、多くの市町が抱える共通の

課題であることを受け、本町としても、人材派遣などについて強く要望させていただきま

した。県といたしましても、行政のデジタル化を推進するに当たり、課題の解消に向け、

全面的に支援する意向であることを確認したところでございます。 

 また、オンラインによる行政手続やサービスの利用促進のため、国が携帯ショップなど

に委託して、高齢者のためのスマホ講座を開設するデジタル活用支援推進事業を活用する

など、町民の間で格差が生じることがないよう、デジタル化に向けた対応を積極的に推進

してまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願い申し上げ、答弁といたします。 

○議長（谷 康男君） 鍋谷議員。 

○１２番（鍋谷真由美君） デジタル技術の発展と普及で行政等の業務や手続を効率化し

て国民生活の利便性を向上させることは、本当に大切なことだと思います。しかし、それ
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は、行政機関が保有する膨大な個人情報の利活用を国民自らが監視監督できる法整備や体

制整備と一体でなければならないと思います。デジタル化は、個人情報保護をないがしろ

にしてプライバシーを侵害するおそれがあります。自治体ごとに異なる施設システムの標

準化や個人情報保護条例の一元化が求められると、自治体独自の行政サービスが失われて

住民サービスの低下につながりかねません。 

 さらに、システムが幾ら便利になっても、先ほども言われたように、それを利用できな

い高齢者や低所得者がいることを忘れてはならないと思います。手続の簡便化にデジタル

化を生かすことは大切、しかし、それとともに、住民の多面的な行政ニーズに応える対面

サービスを拡充し、住民の選択肢を増やしてこそ利便性の向上につながると考えますが、

いかがでしょうか。 

○議長（谷 康男君） 総務課長。 

○総務課長（久利佳秀君） まず、個人情報の保護の観点、これは非常に大切なことだと

考えております。議員ご指摘にもありましたけれども、膨大なデータを大企業が活用する

というようなご指摘がありましたけれども、俗に言うビッグデータなどにつきましては、

匿名性を確保してプライバシーの保護に努めているものと認識をしております。 

 それから、デジタル化の推進によって住民の利便性の向上、それに合わせて職員の負担

軽減も一部図れると考えておりますので、その点については推進を進めたいと思っており

ます。 

 また、議員が指摘されておりました窓口サービスの低下、これもあってはならないと考

えております。コロナ禍でありまして、オンライン申請でありますとか対面でない取扱い

というのも重要かとは思いますけれども、先ほども申し上げましたが、高齢者が、例えば

使えない人が利用できないのでは意味がございませんので、対面サービスを低下させるこ

とは考えておりません。両方を住民の方が利用できるような手法を考えてまいりたいと思

っておりますので、ご理解をお願いいたします。 

○議長（谷 康男君） 鍋谷議員。 

○１２番（鍋谷真由美君） 先ほども述べましたように、行政のデジタル化っていうの

は、効率化して利便性を向上させるという面もあるんですけれども、町民、国民にとって

本当にどうなのかという点で不安な要素がたくさんあると思います。その点を十分配慮し

て取組をしていただけたらと思います。以上です。終わります。ありがとうございまし

た。 

○議長（谷 康男君） これで一般質問を終わります。 
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 暫時休憩します。再開は２時25分とします。 

            休憩 午後２時08分 

            再開 午後２時24分 

○議長（谷 康男君） 再開します。休憩前に引き続き会議を開きます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第４ 報告第５号 専決処分の報告について（損害賠償の額を定め、和解するこ 

             とについて） 

○議長（谷 康男君） 日程第４、報告第５号専決処分の報告について町長の報告を求め

ます。町長。 

○町長（松本 篤君） 報告第５号専決処分の報告についてご説明を申し上げます。 

 公用車の接触事故に係る損害賠償の額を定め、和解することについて、地方自治法第

180条第１項の規定により専決処分いたしましたので、同条第２項の規定により議会に報

告するものでございます。 

 内容につきましては、担当課長から説明をいたします。 

○議長（谷 康男君） 総務課長。 

○総務課長（久利佳秀君） 上程議案集の２ページをお開きください。 

 報告第５号損害賠償の額を定め、和解することについての専決処分の報告についてご説

明申し上げます。 

 １ページおめくりください。 

 本年３月22日に中山で発生した公用車の接触事故について、５月17日に和解いたしまし

たので、地方自治法第180条第１項の規定により専決処分し、同条第２項の規定により議

会に報告するものでございます。 

 事故の概要でございますが、建設課職員の運転するトラックが殿川ダムから下って県道

に合流する地点、ここの交差点で、一旦停止後、右折で県道に進入しようとしたところ、

左から、池田方面からきた相手方の車両に気づかずに接触したものでございます。和解の

相手側は町外の法人で、和解の内容につきましては、相手方の車両修繕費として３万

8,166円を支払うことで合意いたしております。なお、賠償額の全額は町村会の保険で賄

われております。以上で説明を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第５ 報告第６号 令和２年度小豆島町一般会計繰越明許費繰越計算書について 

○議長（谷 康男君） 次、日程第５、報告第６号令和２年度小豆島町一般会計繰越明許
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費繰越計算書について報告を求めます。町長。 

○町長（松本 篤君） 報告第６号令和２年度小豆島町一般会計繰越明許費繰越計算書に

ついてご説明を申し上げます。 

 本件は、さきの３月定例会においてご議決いただきました令和２年度小豆島町一般会計

予算の繰越明許費に係る財源内訳等について報告するものでございます。 

 内容につきましては、担当課長から説明をいたします。 

○議長（谷 康男君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（川宿田光憲君） 報告第６号令和２年度小豆島町一般会計繰越明許費繰

越計算書についてご説明申し上げます。 

 上程議案集の４ページをお開き願います。 

 本件につきましては、第１回定例会最終日においてご議決いただきました令和２年度小

豆島町一般会計補正予算（第８号）の繰越明許費について、地方自治法施行令第146条第

２項の規定に基づき、最終的な繰越額及びその財源内訳を記載した繰越計算書を調整し、

ご報告するものでございます。 

 事業名、翌年度繰越額及びその財源内訳につきましては、５ページ、６ページの令和２

年度小豆島町一般会計繰越明許費繰越計算書に記載のとおりでございます。 

 全25事業の翌年度繰越額の合計は、６ページの合計に記載のとおり、10億716万２千円

となっており、新型コロナウイルス感染症の影響等によりまして、例年より事業数が増え

てございます。財源内訳のうち、既収入特定財源はありません。未収入特定財源のうち、

国庫支出金は12事業で１億9,594万４千円、県支出金は７事業で１億4,347万８千円、地方

債につきましては11事業で４億5,350万円、その他は５事業で１億7,102万３千円となって

おり、主には基金からの繰入金でございます。一般財源は4,321万７千円となってござい

ます。なお、５ページ下からの５番目の最終処分場整備事業、それから６ページ上から４

番目の橋梁長寿命化事業、下から２番目の都市下水路整備事業につきましては、予想以上

に事業の進捗が図れたことから、３月定例会時点に比べて翌年度繰越額が減額となってご

ざいます。各事業の繰越理由につきましては、第１回定例会にてご説明申し上げたとおり

でございますので、説明は省略させていただきます。以上、簡単ですが、報告第６号の説

明を終わらせていただきます。 

○議長（谷 康男君） 以上で報告を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第６ 議案第２７号 小豆島町押印を求める手続の見直し等に伴う関係条例の整 
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              備に関する条例について 

○議長（谷 康男君） 次、日程第６、議案第27号小豆島町押印を求める手続の見直し等

に伴う関係条例の整備に関する条例についてを議題とします。提案理由の説明を求めま

す。町長。 

○町長（松本 篤君） 議案第27号小豆島町押印を求める手続の見直し等に伴う関係条例

の整備に関する条例について提案理由のご説明を申し上げます。 

 本案につきましては、令和２年７月に閣議決定された規制改革実施計画において、押印

廃止など行政手続の見直しが進められており、本町においても、手続の簡素化及び申請者

の負担軽減を図ることなどを目的に、関連する条例について所要の改正を行うものでござ

います。 

 詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、よろしくご審議のほどお願い

申し上げます。 

○議長（谷 康男君） 総務課長。 

○総務課長（久利佳秀君） 議案第27号小豆島町押印を求める手続の見直し等に伴う関係

条例の整備に関する条例についてご説明申し上げます。 

 上程議案集の16ページをお開きください。議案の最終ページとなります。 

 提案理由にありますように、国は押印の廃止等手続の見直しを進めており、本町におい

ても、地方公共団体における押印見直しマニュアルに基づき、登記印や登録印を求めない

押印は、本人確認、文書の真意確認等において極めて限定的であることから、行政手続の

簡素化及び申請者の負担軽減を図ることを目的として当該条例を改正するものでございま

す。 

 ７ページにお戻りください。新旧対照表によりご説明させていただきます。 

 まず、第１条は、船員法に係る証明に関する条例の一部改正でございます。１ページお

めくりください。別記様式の押印欄を削除するものでございます。 

 次に、９ページでございます。第２条、小豆島町固定資産評価審査委員会条例の一部改

正でございます。まず、第４条第４項は、審査申出書に押印を義務づける規定であります

が、この規定を削除するものでございます。また、第８条第５項の規定も、同様に押印に

係る文言を削除するものでございます。 

 ページ下段、第３条、小豆島町職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正も、次のペー

ジになりますが、別記様式の押印欄を削除するものでございます。 

 次に、11ページ、第４条、小豆島町保健医療福祉関係職修学資金貸付条例の一部改正
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も、様式第１号から第４号までの押印欄を削除するとともに、様式第２号の最下段に氏名

を自署する注意書きを追加いたしております。 

 次、16ページをお願いいたします。第５条、小豆島町行政手続等における情報通信の技

術の利用に関する条例の一部改正でございます。第２条第４号の押印の文言を削除するも

のでございます。附則として、公布の日から施行することといたしております。以上で説

明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（谷 康男君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。鍋谷議員。 

○１２番（鍋谷真由美君） 押印が必要になる書類というのは、ほかにもいろいろあると

思うんですけれども、条例としてはこれだけなんでしょうか。ほかの部分っていうのはど

ういうふうになるのか、お尋ねしたいと思います。 

○議長（谷 康男君） 総務課長。 

○総務課長（久利佳秀君） まず、条例に関するものについては、今回ご提出しているも

のでございます。それ以外に、各種申請の押印を求めるもの、これは規程とか要綱で定め

ております。これは別途、役場内で町長まで決裁をいただいて、そういった改正を行う予

定といたしております。以上です。 

○議長（谷 康男君） ほかに質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 討論なしと認めます。討論を終わります。 

 これから採決します。 

 議案第27号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 異議なしと認めます。よって、議案第27号小豆島町押印を求める

手続の見直し等に伴う関係条例の整備に関する条例については原案のとおり可決されまし

た。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第７ 議案第２８号 し尿収集車購入事業に係る物品購入契約について 

  日程第８ 議案第２９号 し尿処理汚泥運搬車購入事業に係る物品購入契約について 

○議長（谷 康男君） 次、日程第７、議案第28号し尿収集車購入事業に係る物品購入契



- 63 - 

約について及び日程第８、議案第29号し尿処理汚泥運搬車購入事業に係る物品購入契約に

ついては相関する案件でありますので、併せて提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（松本 篤君） 議案第28号し尿収集車購入事業に係る物品購入契約について提案

理由のご説明を申し上げます。 

 本案は、老朽化しております、し尿収集車の更新に係る物品購入契約につきまして、地

方自治法第96条第１項第８号の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 また、議案第29号も、同様に老朽化しておりますし尿処理汚泥運搬車の更新に係る物品

購入契約につきまして、同法の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、よろしくご審議のほどお願い

申し上げます。 

○議長（谷 康男君） 日程第７、議案第28号し尿収集車購入事業に係る物品購入契約に

ついての内容説明を求めます。住民生活課長。 

○住民生活課長（谷本靜香君） 上程議案集の17ページをお願いいたします。議案第28号

し尿収集車購入事業に係る物品購入契約につきまして説明申し上げます。 

 小豆島町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定

に基づきまして、予定価格が700万円を超えますし尿収集車購入事業に係る物品購入契約

を締結するため、地方自治法第96条第１項第８号の規定によりまして議会の議決を求める

ものでございます。 

 項目１の契約の目的は、し尿収集車購入事業に係る物品購入といたしております。平成

17年に購入し、16年が経過しました、いわゆるバキュームカーの更新でございます。項目

２の契約の方法は指名競争入札による契約。項目３の契約の金額は776万9,579円でござい

ます。項目４の契約の相手方につきましては、香川県小豆郡小豆島町安田甲501番地15、

有限会社サキヤマモータース取締役、向山正幸でございます。 

 １ページめくっていただきまして、18ページをお願いいたします。し尿収集車の概要は

ご覧のとおりでございますが、項目９の納期につきましては、特殊車両の流通動向あるい

は車両の艤装期間を考慮しまして８か月程度を納期として見ております。令和４年２月

28日といたしております。項目10の入札業者につきましては、５月28日に入札を執行いた

しまして、ご覧の11社が応札いたしました。以上で説明を終わります。ご審議のほどよろ

しくお願いを申し上げます。 

○議長（谷 康男君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（谷 康男君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 討論なしと認めます。討論を終わります。 

 これから採決します。 

 議案第28号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 異議なしと認めます。よって、議案第28号し尿収集車購入事業に

係る物品購入契約については原案のとおり可決されました。 

 次、日程第８、議案第29号し尿処理汚泥運搬車購入事業に係る物品購入契約についての

内容説明を求めます。住民生活課長。 

○住民生活課長（谷本靜香君） 上程議案集の19ページをお願いいたします。議案第29号

し尿処理汚泥運搬車購入事業に係る物品購入契約につきまして説明申し上げます。 

 小豆島町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定

に基づきまして、予定価格700万円を超えますし尿処理汚泥運搬車購入事業に係る物品購

入契約を締結するため、地方自治法第96条第１項第８号の規定によりまして議会の議決を

求めるものでございます。 

 項目１の契約の目的につきましては、し尿処理汚泥運搬車購入事業に係る物品購入とい

たしておりまして、みさき園に配備いたしますダンプトラック、これが平成８年に購入後

25年経過したことから、老朽車両の更新を目的としたものでございます。項目３の契約金

額は627万8,505円でございまして、項目４の契約の相手方は、香川県小豆郡小豆島町片城

甲44番地223、有限会社ソラノモータース代表取締役、空野邦彦でございます。 

 １ページめくっていただきまして、20ページをお願いいたします。当該汚泥運搬車の概

要はご覧のとおりでございますが、項目８の納期につきましては、架台内のステンレス艤

装、飛散防止シートなど特殊部品の工場製作期間、車両艤装に９か月余りを考慮いたしま

して、本年度末の令和４年３月31日といたしております。項目９の入札業者につきまして

は、５月28日に入札を執行いたしまして、ご覧の８社が応札いたしております。以上で説

明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（谷 康男君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。大川議員。 

○７番（大川新也君） 前のし尿収集車はバキュームカーです。し尿処理汚泥運搬車と

は、どういうふうな仕組みで、何をどうするのかと、もう一点、そのし尿処理汚泥運搬車
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の入札業者の入札価格、議運のときに聞きましたが、もう一回、再度、入札価格を一通り

お願いしたいと思います。 

○議長（谷 康男君） 住民生活課長。 

○住民生活課長（谷本靜香君） 当該し尿処理汚泥運搬車につきましては、みさき園に配

備しておりまして、常設ではストックヤードを兼用しております。常に配備した状態で、

少しずつ処理汚泥が入っていくような形状のものでございまして、相当期間、し尿処理汚

泥が荷台内に留置されるという状況でございますので、通常の深型のダンプトラックの形

状はしておるんですが、荷台のほうにステンレスの鋼板を張りまして腐食防止をするもの

でございます。加えて、搬送時に飛散防止のためにシートが電動で開閉するような形にな

っておりまして、そういった特殊艤装を施した車両になってまいります。 

 それと、お尋ねの入札結果につきましては、８社応札いたしております。入札金額でご

ざいますが、サキヤマモータースさんにつきましては、これは税抜き価格になります、

574万２千円、星城モータースさんにつきましては575万8,950円でございます。ソラノモ

ータースさん、落札事業者につきましては569万２千円、中川サービスさんにつきまして

は584万4,950円、小豆島マツダさんにつきましては583万２千円、宮山モータースさんに

つきましては574万8,950円、池田モータースさんにつきましては577万3,950円、Ｍｉｋｉ

 Ａｕｔｏさんにつきましては577万9,750円という結果でございました。以上です。 

○議長（谷 康男君） ほかに質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 討論なしと認めます。討論を終わります。 

 これから採決します。 

 議案第29号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 異議なしと認めます。よって、議案第29号し尿処理汚泥運搬車購

入事業に係る物品購入契約については原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第９ 議案第３０号 令和３年度小豆島町一般会計補正予算（第２号） 

○議長（谷 康男君） 次、日程第９、議案第30号令和３年度小豆島町一般会計補正予算
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（第２号）を議題といたします。提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（松本 篤君） 議案第30号令和３年度小豆島町一般会計補正予算（第２号）につ

いて提案理由のご説明を申し上げます。 

 一般会計において追加補正をお願いいたします額は２億703万４千円でございます。 

 補正の内容といたしましては、総務費2,992万７千円、民生費1,264万１千円、衛生費

920万９千円、農林水産業費1,167万５千円、商工費１億2,015万円、土木費1,904万５千

円、教育費438万７千円となっております。 

 詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、よろしくご審議のほどお願い

申し上げます。 

○議長（谷 康男君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（川宿田光憲君） 議案第30号令和３年度小豆島町一般会計補正予算（第

２号）についてご説明を申し上げます。 

 上程議案集の21ページをお開き願います。 

 第１条は歳入歳出予算の補正で、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ２億703万４千

円を追加し、歳入歳出予算の総額を97億3,844万１千円とするものでございます。 

 第２条は地方債の変更でございます。 

 恐れ入ります、24ページの地方債補正をご覧ください。こちらは、雨水公共下水道整備

事業に対する国庫補助金の内示額が当初予算額より増額になったことに伴い、補助裏の財

源であります合併特例事業債を810万円増の7,520万円とするものでございます。 

 続きまして、補正の内容についてご説明申し上げます。 

 別冊の令和３年度小豆島町一般会計補正予算（第２号）説明書の６ページ、７ページを

お開き願います。 

 まず、歳入の補正でございます。 

 15款国庫支出金、１項２目１節保健衛生費負担金2,065万２千円につきましては、説明

欄に記載のとおり、新型コロナウイルスワクチン接種事業に対する国庫負担金でございま

す。これまでの１回当たりの接種単価は税込み2,277円でございましたが、医療機関等を

支援し、ワクチン接種を促進するため、休日の接種について2,343円が上乗せされること

になり、1,265万２千円を計上し、また、時間外接種に対しても800円が上乗せされること

から800万円を計上し、合わせて2,065万２千円の補正をお願いするものでございます。 

 次に、２項国庫補助金、１目１節総務費補助金、説明欄１の個人番号カード交付事業費

補助金234万２千円につきましては、マイナンバーカードの取得率向上を目指すため、専
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任の会計年度任用職員を雇用し、公民館に出向いての出張受付に要する経費等に対し、総

務省からの補助金を活用するものでございます。補助率は10分の10でございます。 

 説明欄２の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金１億870万７千円につき

ましては、コロナの感染拡大が長引き、地域経済が大変厳しい状況にあることから、第２

次地域産業持続化給付金と感染拡大防止対策緊急支援給付金を実施したいと考えており、

その財源として１億2,015万円を計上する一方で、５月の臨時議会においてワクチン接種

の協力金に対し、地方創生臨時交付金を活用しておりましたが、先ほど説明しましたワク

チン接種の国庫負担単価が引き上げられたことにより1,144万３千円が活用できる見込み

であることから、その額を減額するものでございます。 

 同じく２目２節児童福祉費補助金、説明欄１の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業

費補助金1,140万円と、説明欄２の子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金124万

１千円につきましては、コロナの感染拡大が長期化する中で、低所得者の子育て世代を支

援するための給付金及び事務費に要する費用の財源として、厚生労働省からの補助金を計

上しております。補助率は10分の10でございます。 

 同じく６目４節都市計画費補助金、説明欄１の社会資本整備総合交付金（雨水公共下水

道分）850万円につきましては、国土交通省から7,670万円の内示があったことから、当初

予算計上額6,820万円との差額について計上するものでございます。補助率は２分の１で

ございます。 

 同じく７目１節小学校費補助金、説明欄１の理科教育設備整備費等補助金11万８千円に

つきましては、星城小学校が申請しておりました理科教育設備整備費等補助金事業につい

て、文部科学省からの内示があったことから補正計上するものでございます。補助率は２

分の１でございます。 

 次に、16款県支出金、２項４目３節水産業費補助金、説明欄１の漁港整備事業費補助金

500万円につきましては、蒲野漁港防波堤改良工事に対し、香川県からの交付決定がなさ

れたことから補正計上するものでございます。補助率は２分の１でございます。 

 同じく３項５目２節中学校費委託金、説明欄１の教育の情報化推進モデル校事業委託金

14万円につきましては、ＩＣＴを活用した教育を推進するに当たり、小豆島中学校が香川

県のモデル校に指定され、県の委託事業を実施する費用の財源として10分の10の委託金を

補正計上するものでございます。 

 同じく３節就学前教育費委託金、説明欄１の学力向上モデル校事業委託金20万円につき

ましては、幼稚園と小学校の連携を推進し、幼・小の滑らかな接続を実現するに当たり、
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星城小・幼稚園が香川県のモデル園に指定され、県の委託事業を実施する費用の財源とし

て10分の10の委託金を補正計上するものでございます。 

 次に、19款繰入金、１項５目１節ふるさとづくり基金繰入金200万円につきましては、

令和３年３月に個人の方から町立図書館へ１千万円の寄付を受け、３月定例会においてふ

るさとづくり基金へ積み立てておりましたが、寄付者の意向や住民ニーズに沿った図書等

を計画的に購入するための財源として基金からの繰入金を計上するものでございます。 

 同じく14目１節新・すくすく子育ち基金繰入金50万円につきましては、子育ち応援モデ

ル事業の実施団体を当初予算では２団体で計上しておりましたが、選考委員会において３

団体の採択となったことから、１団体分の追加財源として基金からの繰入金を計上するも

のでございます。 

 次に、20款繰越金、１項１目１節前年度繰越金1,500万９千円につきましては、今回の

補正予算の一般財源部分を措置したものでございます。 

 次に、ページをめくっていただきまして、21款諸収入、５項１目３節雑入、説明欄１の

自治総合センターコミュニティ助成金2,200万円につきましては、室生・神浦自治会がそ

れぞれ申請しておりました一般コミュニティ助成事業250万円の２団体分で500万円、それ

から片城自治会が申請しておりましたコミュニティセンター助成事業が1,500万円、南蒲

野地区自主防災会が申請しておりました地域防災組織育成事業200万円につきまして、そ

れぞれ交付決定があったことから補正計上するものでございます。 

 説明欄２の農業次世代人材投資事業交付金返還金112万５千円につきましては、夫婦で

農業に就農し、夫婦型加算金を受給されていた方から、体調不良によりまして奥さんの農

業を中止したいとの申出があったことから、これまでに交付を受けていた補助金の返還を

受けるものでございます。なお、返還対象につきましては、令和元年度前期分から令和２

年度前期分の計３回分となります。 

 次に、歳入の最後でございますけれども、22款町債、１項５目５節都市計画債810万円

につきましては、冒頭に地方債補正のところでご説明したとおり、雨水公共下水道整備事

業の増額内示に伴い、補助裏の財源となる合併特例事業債を計上したものでございます。

以上、歳入の補正額合計は２億703万４千円であります。 

 次に、歳出の説明を申し上げます。10ページ、11ページをお開き願います。 

 まず、２款総務費、１項１目一般管理費、４節共済費、説明欄１、社会保険事業主負担

金74万４千円につきましては、産休代替で雇用する会計年度任用職員２名分の社会保険料

等を計上いたしております。 
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 同じく７目企画費、１節報酬の106万８千円から18節負担金補助及び交付金の説明欄

１、故郷もりあげ隊員家賃負担金30万円につきましては、人口減少対策の一環としてＵタ

ーン者の増加を図るため、地域おこし協力隊の財源スキームを活用しつつ、故郷もりあげ

隊の採用に向けて町出身の若者自らが発想、企画する提案型の募集を行うための活動費等

を計上したものでございます。なお、10月の採用を目指し、半年分の活動費を計上いたし

ております。 

 説明欄２の自治総合センターコミュニティ助成事業助成金２千万円につきましては、歳

入で申し上げたとおり、自治総合センターの交付決定があったことから、室生自治会と神

浦自治会に対し、一般コミュニティ助成事業助成金をそれぞれ250万円、また、片城自治

会にコミュニティセンター助成事業1,500万円を助成するものでございます。なお、室生

自治会につきましては、自治会館のエアコン、机等の整備を計画され、神浦自治会では、

夏祭りのやぐらステージを整備されるとお聞きしております。片城自治会では、木造平家

建ての自治会館を新たに建設される計画でございます。 

 同じく10目自治振興費、18節負担金補助及び交付金、説明欄１の地域防災組織育成助成

事業助成金200万円につきましては、こちらも自治総合センターの交付決定を受けたこと

から、南蒲野地区自主防災会が実施する防災備品倉庫等の整備に対して助成するものでご

ざいます。 

 次に、２項１目税務総務費、１節報酬203万４千円から８節旅費３万３千円につきまし

ては、産休代替等職員として雇用する会計年度任用職員の人件費等１名分を計上いたして

おります。 

 次に、３項１目戸籍住民基本台帳費、１節報酬157万１千円から、ページをめくってい

ただきまして、17節備品購入費２万４千円につきましては、歳入で申し上げたとおり、マ

イナンバーカードの取得率向上を目指すため、専任の会計年度任用職員１名を雇用し、公

民館に出向いての出張受付に要する経費等を計上いたしております。 

 次に、３款民生費、２項６目子育て世帯生活支援特別給付金事業費、３節職員手当等

12万円から18節負担金補助及び交付金1,140万円につきましては、コロナの感染が長期化

する中で、低所得者の子育て世帯を支援するための給付金及び事務に要する費用を計上い

たしております。具体的には、令和３年度の住民税非課税世帯や令和３年１月以降に家計

が急変し、非課税相当になった世帯が対象となり、高校３年生までの子供１人につき５万

円を給付するものでございます。また、令和３年４月１日から来年の２月28日までに生ま

れる新生児も対象となり、全体の人数としては228名を見込んでおり、７月上旬の支給に
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向けて準備を進めたいと考えております。なお、低所得者の独り親世帯につきましては、

香川県が実施主体となると伺ってございます。 

 次に、４款衛生費、１項６目新型コロナウイルスワクチン接種事業費920万９千円につ

きましては、６月５日から毎週土日にイマージュセンターで実施する集団接種の費用等を

計上しております。 

 まず、１節報酬、説明欄１の医療職等報酬1,560万円につきましては、小豆郡医師会の

指導医１名をはじめ、看護師８名、薬剤師２名、保健師３名、事務員2.5名の人件費を

20週分、延べ40日相当を計上いたしております。次に、３節職員手当等360万円につきま

しては職員の時間外勤務手当、８節旅費44万円は研修医の費用弁償、10節需用費131万円

は接種の消耗品費119万円、研修医の昼食代等として12万円を計上いたしております。次

に、11節役務費48万４千円につきましては、県証紙の購入手数料１万８千円、接種の傷害

保険料等46万６千円を計上しております。次に、12節委託料、説明欄１の廃棄物処理委託

料７万４千円は接種の廃棄物の処理料、それから説明欄２の新型コロナウイルスワクチン

接種委託料マイナス1,659万１千円につきましては、集団接種に変更となる個別接種分、

こちらが2,459万１千円の減額となる一方で、時間外の個別接種単価が800円上乗せされる

ことから800万円の増となり、この２つを相殺した結果、マイナス計上ということになっ

たものでございます。説明欄３の研修医等派遣委託料424万円につきましては、香川大学

の研修医２名分の派遣委託料を計上いたしております。17節備品購入費、機械器具等５万

２千円は、会場で使うワクチンの冷蔵庫１台分でございます。 

 次に、６款農林水産業費、１項３目農業振興費、ページをめくっていただきまして、

22節償還金利子及び割引料、説明欄１の農業次世代人材投資事業費補助金返還金112万５

千円につきましては、歳入で申し上げたとおり、夫婦で農業に就農した方のうち、夫婦型

加算金を受給していた方が、体調不良によりまして奥様の農業を中止したいとの申出があ

ったことから、これまでに交付を受けていた補助金について県へ返還するものでございま

す。 

 同じく３項２目漁港管理費、18節負担金補助及び交付金、説明欄１の香川県漁港協会負

担金５万円と、３目漁港建設費、14節工事請負費、説明欄１の蒲野漁港防波堤改良工事

1,050万円につきましては、防波堤の被覆ブロックが過去の台風によって崩壊しておりま

して、捨て石消波工による改良事業を実施する工事費と負担金を計上いたしております。 

 次に、７款商工費、１項２目商工業振興費、10節需用費、説明欄１の印刷製本費13万８

千円から、18節負担金補助及び交付金、説明欄２の第２次地域産業持続化給付金１億
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1,900万円につきましては、長引くコロナ禍により厳しい経営環境にある個人事業者、法

人を救うための給付金制度でございます。給付額につきましては、法人では基礎額を20万

円とし、従業員１人につき３万円を加算した額、それと減少額を比べまして低いほうの額

を給付する予定で、上限は300万円でございます。また、宿泊業等の新設法人につきまし

ては一律20万円とし、個人事業者につきましては、基礎額の20万円と収入の減少額を比べ

て低い額とし、上限は20万円でございます。なお、対象法人については、法人が160社程

度、個人が180件程度を予想しておりまして、７月１日からの申請受付に向けて事業者の

皆様へ周知していきたいと考えております。説明欄１の新型コロナウイルス感染拡大防止

対策緊急支援給付金100万円につきましては、コロナの感染者が発生した場合の感染拡大

を防止するため、事業所等が10日以上休業する場合に50万円を給付するもので、２法人分

を計上いたしております。 

 次に、８款土木費、５項１目住宅政策費、１節報酬169万２千円と、３節職員手当等

35万３千円につきましては、産休等代替職員として雇用する会計年度任用職員の人件費１

名分を計上いたしております。 

 同じく６項３目雨水公共下水道建設費、14節工事請負費1,700万円につきましては、国

庫補助金の追加内示を活用いたしまして事業の進捗を図るため、安田地区で実施しており

ます雨水幹線新設工事の事業費を増額するものでございます。 

 次に、10款教育費、２項２目教育振興費、17節備品購入費、説明欄１の教材用備品25万

７千円につきましては、歳入で申し上げたとおり、星城小学校が申請をしておりました理

科教育設備整備費等補助事業につきまして国の内示をいただいたことから、理科教育の環

境向上を図るため、気体の採取器３台と生物顕微鏡２台、こちらの購入費用を計上いたし

ております。 

 ページをめくっていただきまして、３項２目教育振興費、18節負担金補助及び交付金

14万円につきましては、こちらも歳入で申し上げたとおり、ＩＣＴを活用した教育を推進

するに当たり、小豆島中学校が県のモデル校に指定され、生徒の情報活用能力を育成し、

教育の情報化を推進するための事業費を計上いたしております。内容につきましては、先

進校への視察旅費あるいは参考図書等の購入を予定いたしております。 

 同じく４項１目子育ち共育費、18節負担金補助及び交付金、説明欄１の子育ち応援モデ

ル事業補助金50万円につきましては、子育ち応援モデル事業の実施団体、こちらが選考委

員会において３団体の採択となったことから、１団体分を追加いたしております。 

 同じく２目幼稚園費、10節需用費、説明欄１の修繕料24万５千円につきましては、星城
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幼稚園職員室においてシロアリの被害が発生しており、シロアリの駆除と棚の修繕に要す

る費用を計上いたしております。 

 18節負担金補助及び交付金、説明欄１の学力向上モデル校事業補助金20万円につきまし

ては、幼稚園と小学校の連携を推進し、幼・小の滑らかな接続を実現するため、星城小学

校の教員１名を幼稚園へ１年間派遣し、現場での実習を行うものでございます。使途につ

きましては、研修会への参加旅費あるいは研究用の書籍購入等が計画されております。 

 同じく５項２目公民館費、10節需用費104万５千円につきましては、苗羽公民館の玄関

上部のタイルが爆裂しておりまして、大変危険な状況にあることから、緊急修繕を実施し

たいと考えております。 

 同じく３目図書館費、17節備品購入費200万円につきましては、歳入で申し上げたとお

り、寄付者の意向や住民ニーズに沿った図書等を計画的に購入するための費用を計上いた

しております。以上、歳出の補正額合計は２億703万４千円となってございます。よろし

くご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（谷 康男君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。森口議員。 

○１０番（森口久士君） かなり急いでおったような感じですが、私のほうから一つ気に

なることを質問させていただきます。 

 農業次世代人材育成、この分、当事者から返還を受けて県へ返すという仕組みは分かる

んですが、夫婦でやっておって、農業は一人が欠けると、そう簡単に半分できるかという

たら、これできない。こういうなことは、担当課としてどういうふうな指導をされておる

のか、お聞きしたいと思います。それで、どういう作物を作っておいでたかという……。 

○議長（谷 康男君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（真砂智規君） まず、作物についてですが、果樹栽培を夫婦で営まれて

おりました。企画財政課長からも今説明がございましたが、体調不良ということで、やむ

を得ないのかなというところでございます。担当課といたしまして、担当また普及センタ

ー等と農家さんといろいろ協議をしましたが、今回、返したいということがありました。 

 この農家さんにつきましては、途中から奥さんのほうが旦那さんを助けたいということ

でしたが、途中で体調不良を訴えたわけでございます。以上です。 

○議長（谷 康男君） 森口議員。 

○１０番（森口久士君） ということは、最初、１人でやっておったということですか

ら、農業経営については拡大する予定だったんが、できなくなったか、仕事の軽減という

意味で奥さんが入ろうとしたんか、そのあたりがあると思うんですが、それでは、収入と
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か経営面積については影響はないという解釈でいいんですか。 

○議長（谷 康男君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（真砂智規君） 取りあえずそういう方向であるというふうに私どもは認

識しております。 

○議長（谷 康男君） ほかに。大川議員。 

○７番（大川新也君） まず、11ページ、故郷もりあげ隊の件ですが、これ私が３月に一

般質問をしましたことが、そのまま取り上げられとんですけど、名前もこれでええんです

か。私が勝手に仮称で言った名前がそのまま予算に載っとるから、即対応してくれたんは

ありがたいんですけど、そのあたりが、ちょっと何もびっくりして、そんな反映が早いん

かなと、執行部の。そんな早くしてくれるんが驚いとんですけど、本当にこれでいいんで

すか。こういうなんで、一般財源で235万円出す、その中の要綱等がどういうなあれか内

容は分かりませんけど、そのあたり、もうちょっと連絡が欲しかったなと、それが１点。 

 それから、もう一点。先ほど、これは直接、この補正予算には関係ありませんが、その

下の自治総合センターのコミュニティ助成金ね。これ、いろんなところで近年使われてき

ております。先ほど私が一般質問しましたように、そういった札所の件も、政教分離とい

うふうなことで一般財源ほか国の財源もないんであれば、このコミュニティーの財源も使

える可能性があるんじゃないかなと。これは、あくまでもコミュニティーの財源、一応、

太鼓の修理とかそんなんとこも今まで使われてきてますので、そのあたり、このお金が使

えると思うんです。そのあたりで十分検討していただきたいと思います。これはもう全

然、補正予算に関係ありませんが、お願いしたいと思います。 

 それから、13ページのワクチンの接種の指導医、看護師等人数が出てますが、指導医

は、誰が指導医として土日は来ているんですか。町内の個人病院の先生か、小豆島中央病

院の先生か、そのあたりをお願いしたいと思います。 

 もう一点、17ページ、子育ち応援モデル事業補助金、２団体から３団体に増えたという

ことですが、内容的には、どういうふうな活動をする団体なのか、それぞれに分かれば詳

細をお願いしたいと思います。 

 もう一点、その下に星城小学校の教員が１年間星城幼稚園に配属といいますか、１年間

派遣するということなんですけど、何を教えるんですか。小学校の先生が幼稚園で、どう

いった目的で、何か目的があるんですか、これ。新任の先生の教育とか、そういうなん関

連しとんか、もっと高度なことを幼稚園に期待するために小学校から先生を送り出すの

か。国からのお金が下りたから、それで、そういうふうな企画をしているのか。何か目的
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があるんですか、これは。以上です。 

○議長（谷 康男君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（川宿田光憲君） まず、１点目の故郷もりあげ隊の名前が一ひねり足り

ないんじゃないかというご指摘でございますけれども、私どもといたしましては、やはり

Ｕターンの方を何とか呼び込みたいという思い、それから、若者の新しい自由な発想で地

域で盛り上げていただきたいという思いから制度をつくっていこうということで補正計上

をさせていただきました。もちろん、一般論でいえば、Ｕターンされる方は、まず町の正

規職員であるとか、あるいは企業への就職とか、そういったことを考えられるかもしれま

せんけれども、新しい活躍の仕方として、こういった制度を実験的にやってみたいという

ことで考えてございます。 

 もちろん、これから募集をしてみて、どういった提案があるかっていうのはこれからで

ございますけれども、まずは、この人口減少問題を少しでも改善していくために、いろん

な取組の一つとしてやってみたいという思いでございます。 

 なお、財源につきましては、予算上は一般財源になっておりますけれども、ご説明した

とおり、地域おこし協力隊のスキームの一つと考えてございまして、特別交付税のほうで

10分の10措置されるということで考えてございます。 

 それから、２点目の札所にコミュニティ助成を使えないかということでございます。 

 これまでも、例えば太鼓台であるとか、そういった神社関係に対しても出てるじゃない

かという、恐らく議員のご指摘かと思いますが、これは、実はぎりぎりグレーのとこがご

ざいまして、申請者はあくまで自治会でございます、太鼓の修理もですね。神社ではござ

いません。もう神社にした途端にはねられますので、そこは非常にグレーではございます

が、やはり地域のコミュニティーの活性化という側面から、太鼓台も何とかお願いできな

いかということで、讃岐のほうでは獅子舞、こちらが一番使われる傾向が強うございます

し、恐らくこれもぎりぎりのラインかなということで、札所でございますが、あくまでコ

ミュニティ助成でございますので、札所そのものでいくと、当然駄目だと思われますが、

そこは知恵の出しどころといいましょうか、コミュニティーセンターとの関係でやってい

くのかと。 

 １点、追加で申し上げますと、一つ可能性があるとするならば、池田地区の議員さん、

よくご存じですが、明王寺釈迦堂というお寺がございます。建造物自体が指定文化財にな

ってございまして、これは当然、公費を投入して改修を実施したこともございます。一つ

の考え方として、文化財指定をかけていくというのは一つの方向性かなということで考え
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ておりますけれども、これは今後の検討課題となったということでございます。私からは

以上です。 

○議長（谷 康男君） 健康づくり福祉課長。 

○健康づくり福祉課長（濵田 茂君） ３点目のご質問のワクチン接種に係る指導医でご

ざいます。 

 こちらにつきましては、小豆郡医師会の先生で、半日ごとで交代していただいて、２日

間、土日に勤務していただくこととなっております。現在では８名の先生が予定されてお

ります。 

○議長（谷 康男君） こども教育課長。 

○こども教育課長（後藤正樹君） それでは、私のほうからモデル事業の内容について、

３件採択した内容をということでしたんで、事業名と内容を申し上げます。 

 １つ目が子供エンジニアチャレンジ事業ということで、お子様を対象にプログラミング

教育を提供しようというものでございます。２つ目、田浦オリーブプロジェクト。これは

親子でオリーブ畑で作業を行うことによって自然に接し、生きる力、考える力を身につ

け、自立に向けた成長を図ろうという取組でございます。３つ目、醤の郷子供わくわくア

ート。醤油会館で子供に絵を観賞してもらい、それとともにワークショップを展開して、

それに参加してもらうことによって、子供たちの自由で柔軟な発想を引き出そう、そし

て、自ら課題を解決する力を育てようという事業でございます。 

 それから、幼稚園の学力向上モデル校事業の補助金でございます。どういう内容かと、

先生どうしてるんだということでございますけれども、これは幼稚園から小学校へお子様

が入学するに当たり、滑らかな接続を目指そうということで、小学校の教員が幼稚園に行

って、その幼稚園でどのような教育内容、それと教育方法、指導方法などを行っているの

かっていうのを見ながら、お子様がどういうふうな成長をしてるかを含めて、それを体験

して研究、それから最終的に発表していくということでございます。翌年には小学校へ戻

って、それを小学校で生かしていくという内容のものでございます。毎日行ってるんです

けれども、補助的な役割として研究に取り組んでいただくという事業でございます。 

○議長（谷 康男君） ほかに。鍋谷議員。 

○１２番（鍋谷真由美君） ２点お尋ねします。 

 今の関連で、子育ち応援モデル事業ですけど、３団体に増えたと。これは申請があった

のは何件だったんでしょうか。 

 それから、マイナンバーの専任の会計年度任用職員、具体的にはどういうふうにされる
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のか、期間とか具体的な中身ですね。ほかの市町でもこういうことをやっているのか、お

尋ねします。 

○議長（谷 康男君） こども教育課長。 

○こども教育課長（後藤正樹君） まず、モデル事業の申請件数は５件でございました。 

○議長（谷 康男君） 住民生活課長。 

○住民生活課長（谷本靜香君） マイナンバーカードの出張受付でございます。 

 これにつきましては、１か月３館程度回らせていただきまして、７月から10月の間で出

張受付をしたいと考えております。そちらのほうに会計年度任用職員さんに参加していた

だいて、実際事務を執っていただきたいと考えております。都市部では、ショッピングモ

ールとか、高松もそうなんですけれども、ゆめタウンとか、そういうところでするケース

もあるようでございます。小豆島町につきましては、まずは公民館でやってみまして、状

況を把握した上で、内容については修正していきたいと考えております。以上です。 

○議長（谷 康男君） 鍋谷議員。 

○１２番（鍋谷真由美君） そしたら、７月から10月で、そこで終わるということです

か。 

○議長（谷 康男君） 住民生活課長。 

○住民生活課長（谷本靜香君） 少し説明が足りませんでした。まずは７月から10月まで

一巡させていただきまして、課題の抽出とか実施内容の再検討をした上で、12月から２巡

目を今のところは考えております。ただし、老人福祉施設とか、まだその詳細を調べてな

いんですが、低申請の傾向の事業所というのもございます。そういったところも検討しま

して、２巡目、公民館を回るのか、はたまたそういった福祉施設を回っていくのかという

のは、一巡目の動向を見させていただいた上で、また新たな立案をさせていただきたいと

考えております。これにつきましては、単年度のみではなくて、来年度以降も、形、内容

が少し変わるかも分かりませんけれども、検討を進めてまいりたいと思います。以上で

す。 

○議長（谷 康男君） 鍋谷議員。 

○１２番（鍋谷真由美君） 例えば公民館へ行って、何件くらい、何人ぐらい来るとか、

そういう目安とか目標とか、そういうのはあるんですか。 

○議長（谷 康男君） 住民生活課長。 

○住民生活課長（谷本靜香君） 今のところ、目標については、なかなか把握しづらいん

ですが、これも丁寧な説明ができてなかったかもしれませんけど、基本的にコロナ禍にあ
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りまして、予約制とさせていただく予定にしております。前日までに予約を入れていただ

きまして、申込みのあった方の必要書類を準備した上で現地のほうで対応していきたいと

考えております。 

 １人当たりの作業時間につきましては、おおむね15分程度で収まるようなオペレーショ

ンと申しますか、事務内容を今検討しておりまして、おおむね２時間程度実施したいと考

えております。これにつきましても立案当初のスキームでございまして、実際回らせてい

ただいて、内容に応じて、また変更はあり得るとも考えております。以上です。 

○議長（谷 康男君） ほかに。安井議員。 

○１１番（安井信之君） 故郷もりあげ隊なんですが、この職員はどれぐらいの期間、任

用というふうな形になるんか、その辺、どう考えているのかということと、蒲野の漁港な

んですが、旧町時代から度々壊れてます。今まで何遍も同じようなことをやって、それが

また壊れるというふうなことで、ある程度、本腰を入れたような格好でやらんといかんの

んかなと思うんですが、この分の県のほうの補助的な部分は増額は可能なんですか、その

辺、お伺いしたいと思います。 

○議長（谷 康男君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（川宿田光憲君） 故郷もりあげ隊でございますけれども、先ほどもご答

弁させていただきましたが、あくまで地域おこし協力隊員の財源スキームを生かしながら

やっていきたいと考えてございまして、任期につきましては、それを参酌しますと３年と

いうことになろうかなと考えてございます。 

○議長（谷 康男君） 建設課長。 

○建設課長（唐橋幹隆君） 蒲野防波堤なんですが、工事台帳で調べますと、過去に池田

町時代なんですが、７回被災しております。直近でいいますと、平成16年、17年と被災し

てます。被災内容につきましては、防波堤の基礎部分、ここの被覆石、これが平成10年の

ときに被覆石が動いたということで、平成10年のときに根固めブロックを施工しておりま

す。その根固めブロックが平成16年、17年と、16年に、またその根固めが動いて、一部、

２トンの根固めブロックを施工した平成10年、それが平成16年に動いて、平成17年のとき

に３トンブロックを一部置いたような状況になってます。 

 今回、工事内容につきましては、その被覆部分の上に捨て石消波、消波効果のある石を

置こうという計画にしております。ですので、今までの２トン、３トン動く可能性がある

ということで、３トンから５トンの大石を置く予定にしております。 

 それが本格的に改良をやらなければならないとなったら、消波ブロックを置くような形



- 78 - 

になってきて、非常に工事費自体が大きな工事になってこようかなと思います。ですの

で、先ほど増額が可能かということなんですが、県費補助、これを受けてやる予定にして

おります。県費補助自体が枠がありまして、今、１千万円ついておるんですけれども、そ

れを増額っていうのは、なかなか難しいかなと思っております。今のところ、そういうこ

とで堤塘部の消波捨て石、これを置く形で様子を見るかなというふうに考えております。

以上です。 

○議長（谷 康男君） 安井議員。 

○１１番（安井信之君） 故郷もりあげ隊なんですけど、３年間やって、はい終わりじ

ゃ、Ｕターンの人はなかなか手を挙げたくてもできんのんかなというふうな感じはします

が、その分のやったスキルにおいて、何か町の課題なりがあったら継続して任につけると

いうふうなことも考えていかんかったら、何ぼＵターンの人やったって、３年で、はい終

わりですよじゃ、なかなか来てくれんと思います。その辺、魅力あるような格好にやって

いかんかったらあかんと思います。 

 それと、蒲野のほうは、捨て石の場合は直接波を受けますよね。消波というような分

は、隙間がないと、なかなか消波になってこないというような分はあるんで、その辺やっ

たらええかなと思うけど、無駄なもんにならんように、その辺は考えて、県との協議もし

てもらったらなと思っております。 

○議長（谷 康男君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（川宿田光憲君） 安井議員のご質問にお答えをいたします。 

 ３年で、はい終わりというのは、なかなか続かないんじゃないかというご指摘ですけれ

ども、例えば町の正規職員への道も当然ございますでしょうし、あるいはご自身の起業、

これは地域おこし協力隊と一緒ですけれども、ご自身で何か起業されるという選択肢もご

ざいましょうし、あるいは何か地域の課題等を発見しながら、新たな事業と申しましょう

か、お仕事と申しましょうか、そういった可能性を探していく道っていうのもあろうかと

思います。 

 ただ、まだ初めてやる事業でございますので、当然、走り走りになりますが、いろんな

課題を一つ一つこなしながら実験的にやらせていただきたいと考えてございます。以上で

す。 

○議長（谷 康男君） 建設課長。 

○建設課長（唐橋幹隆君） 安井議員おっしゃることもよく分かります。基礎部分の被覆

部分が動いているということで、防波堤本体が影響があるようなことになると大ごとにな
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ってくるので、それを防ぎたいということがあります。ですので、被覆のところの基礎部

分の上に大石を置いて、まずは基礎部分が洗われないような工法、これを考えていきたい

と思っております。当然、県費補助をもらいますので、県とも協議、相談をさせていただ

いて進めていきたいと思っております。以上です。 

○議長（谷 康男君） ほかに質疑はありませんか。柴田議員。 

○８番（柴田初子君） 子育ち応援モデル事業についてお願いします。 

 当初、説明のときに、前のときに２団体があって、それが１団体増えて３団体になりま

したっていう説明だったと思うんですけれども、３つになった分の、今回の予算が出る

50万円というのはどの分かということと、それぞれ３団体の代表者の方のお名前が分かれ

ばお願いしたいと思います。 

○議長（谷 康男君） こども教育課長。 

○こども教育課長（後藤正樹君） ２団体決まってて１団体増えたっていうんじゃなく

て、当初予算で２団体を予定しておりまして、そこへ５団体の申請があり、３団体の申請

を了承したということですんで、予算より１団体増えたという結果になったということで

ございます。 

 それから、代表者のお名前については、今手元にございませんので、また後ほど。 

○議長（谷 康男君） ほかに。三木議員。 

○２番（三木 卓君） 大川議員の企画財政課長の答弁の中で、少し気になる表現があっ

たので確認をさせていただきたいんですけど、故郷もりあげ隊の予算が特交で10分の10措

置されると思いますって言われたと、予定してますって言われたと思うんですけど、これ

10分の10措置されない可能性も当然あるっていう認識でよろしいですか。 

○議長（谷 康男君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（川宿田光憲君） 正確に申し上げますと、特別交付税の制度は、全体の

枠の中で交付をされます。もう少し平たく言いますと、香川県のほうで、国から来る額が

決まってますので、それをいろんな地域の事情に応じて配分されるわけですが、もちろ

ん、この地域おこし協力隊、故郷もりあげ隊についても算定には入ります。算定には入り

ますが、例えば熊本の大きな災害とか、そういったものが起きますと、特交の枠自体が熊

本県のほうに流れますので、その分、香川県は減るということになります。なので、中に

は入ってるけれども、総額そこまで増えてないっていうのは、特別交付税の性格上、まあ

まああることでございます。以上です。 

○議長（谷 康男君） ほかに。大川議員。 
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○７番（大川新也君） 今の故郷もりあげ隊の件ですけど、国の地域おこし協力隊、これ

はあくまでも都会からの移住の対象というんで、その交付金が回されるというふうな話

で、それやったら、もうちょっと早うからできたんじゃないかなと思うんですけど、それ

はできるんですか、地域おこし協力隊の予算といいますか、国からのお金がそちらのほう

に回せるというのは。これ縛りがあるんじゃないんですか、地域おこし協力隊には。 

 それから、もう一点、今、マイナンバーカードの出張受付が出ましたけど、現在、町民

の何％を発行している、手続を取っているのか。何件で何％、数字が分かれば教えていた

だきたい。 

 それともう一点、夜間開庁してますね、マイナンバーカード。一晩といいますか、一日

どれぐらいの人が夜間、手続に来ているのか。町内放送で夜間開庁とか、そういうふうな

お知らせをしてますけど、効果があるのかどうか。本当にマイナンバーカードの発行に力

を入れているのかどうかというのを、そのあたりの件数である程度把握できると思うん

で、件数とかパーセントを。 

○議長（谷 康男君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（川宿田光憲君） 縛りのご質問でございます。要は地域おこし協力隊と

してやれるかどうかでございますが、当然、これまでの募集の中でも、小豆島出身の方が

応募されるっていうことはございました。ですので、地域おこし協力隊の制度、スキーム

の中で当然やれるわけでございますけれども、やはり人口減少が進み、Ｕターンがどうし

てもなかなか進まないということでございまして、少し特色と申しましょうか、もう少し

カラーを強めて、Ｕターン者の方に活躍していただける制度をつくってみたいということ

でご提案をさせていただきました。ただ、初めてやることでございますので、まだ結果は

分かりませんけれども、実験的にやらせていただけたらと考えてございます。以上です。 

○議長（谷 康男君） 住民生活課長。 

○住民生活課長（谷本靜香君） マイナンバーカードの交付状況でございます。 

 まず、申請件数につきましては5,958件の申請がございまして、住基人口に対比いたし

ますと41.16％となっております。一方で、実際に交付された方、既に取得された方につ

きましては4,732名、32.69％でございまして、県内平均が、交付で見ますと31.99％です

ので、やや県内では平均以上の状況にございます。 

 もう一点、夜間開庁の実績でございますが、おしなべまして１件から５件程度の来庁者

がございます。これを低調と見るかどうかなんですけれども、広報は、昼間に仕事等で手

続できない方についてはぜひ来てくださいとか、少しアナウンスの方法を変えながら啓発
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を進めておるところでございます。以上です。 

○議長（谷 康男君） ほかに質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 質疑がないようですので、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論の通告がありますので、順次発言を許します。 

 まず、原案に反対の方から発言を許します。12番鍋谷真由美議員。 

○１２番（鍋谷真由美君） 私は、議案第30号小豆島町一般会計補正予算（第２号）につ

いて反対をいたします。 

 もちろん、ワクチン接種事業費や第２次地域産業持続化給付金、また子育て世帯生活支

援特別給付金など住民にとって必要なものについては大いに歓迎し、賛成するものです。

しかし、マイナンバーの点について反対をしたいと思います。 

 理由を述べます。マイナンバーは、住民登録した全ての人に12桁の個人番号を割り振

り、社会保障、税、災害対策の３分野で個人情報の特定、確認ができるようにする仕組み

です。マイナンバーカードの取得は任意です。国民が必要性を感じておらず、個人情報漏

えいの危惧も強いので普及が進んでいないと思います。菅政権は、コロナ危機の下で給付

金などの行政手続を速やかに行うためにデジタル化の必要性が痛感されるようになったと

言います。特別定額給付金の支給が混乱した原因は、政府の方針が定まらず決定が後れた

上、給付手続への利用を想定していなかったマイナンバー制度を無理やり使わせたことに

あります。行き詰まったカード普及をコロナ危機に乗じて一気に進めようとするのは強権

的なやり方です。 

 菅政権は、マイナンバーカードの全国民取得を、デジタル政府、デジタル社会構築の大

前提としています。行政手続、年金や公金の給付、学校教育での活用、各種免許や国家資

格証など生活のあらゆる分野でマイナンバーカードを使ったデジタル化を進めようとして

います。役所に行かずに、あらゆる行政手続ができると利便性を強調します。しかし、デ

ジタル機器を使いこなせない人は行政サービスから取り残されるおそれがあります。住民

が役所に行くのは、事務手続のためだけではありません。効率化を口実に窓口が廃止、縮

小されれば、相談も難しくなります。菅政権が進める行政のデジタル化の結果、所得や資

産、医療、教育など膨大なデータが政府に集中し、国家による個人情報の管理が進むこと

になります。もともとマイナンバー制度は、行政運営の効率化及び行政分野における、よ

り公正な給付と負担の確保、これはマイナンバー法第１条を目的としています。社会保障

の給付と税、保険料の負担を個人ごとに分かるようにし、給付を抑制して国の財政や大企
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業の負担を減らすことを狙っています。根本的に是非を問い直すべき制度だと思います。

マイナンバーカードの取得推進をコロナ危機の中で行う道理も、必要性もないと思いま

す。以上です。 

○議長（谷 康男君） 次に、原案に賛成の方の発言を許します。１番藤本傳夫議員。 

○１番（藤本傳夫君） 私は、議案第30号に賛成の立場から討論を述べたいと思います。 

 令和３年度小豆島町一般会計補正予算（第２号）は、長期化するコロナの影響により停

滞する地域経済を支える第２次地域産業持続化給付金や低所得者の子育て世帯への支援、

新型コロナワクチンの集団接種への取組など、まさに今直面している難局を克服しようと

する必要な予算が計上されておりますので、私は議案第30号に賛成するものでございま

す。マイナンバー制度は、国の根幹を支える制度であり、もっと推進するものだと考えて

おります。以上です。 

○議長（谷 康男君） 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論はありません

か。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は起立によって行います。 

 議案第30号は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（谷 康男君） 起立多数です。よって、議案第30号令和３年度小豆島町一般会計

補正予算（第２号）は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１０ 議員派遣について 

○議長（谷 康男君） 次、日程第10、議員派遣についてを議題とします。 

 議員派遣について、お手元に配付のとおり派遣することにしたいと思いますが、ご異議

ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 異議なしと認めます。よって、お手元に配付のとおり議員を派遣

することに決定されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１１ 閉会中の継続調査の申し出について 

  日程第１２ 閉会中の継続調査の申し出について 
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  日程第１３ 閉会中の継続調査の申し出について 

○議長（谷 康男君） 次、日程第11から日程第13、閉会中の継続調査の申し出について

を一括議題としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 異議なしと認めます。よって、日程第11から日程第13を一括議題

とします。 

 各常任委員長、議会運営委員長及び各特別委員長から、各委員会において調査中の案件

につき、会議規則第74条の規定により、お手元に配付のとおり閉会中の継続調査の申出が

あります。 

 お諮りをします。 

 各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査に付することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 異議なしと認めます。よって、各委員長から申出のとおり閉会中

の継続調査に付することに決定されました。 

 以上で本日の日程は終了しました。 

 以上で今期定例会の全日程を終了しましたので、会議を閉じます。 

 これをもちまして令和３年第２回小豆島町議会定例会を閉会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

            閉会 午後３時42分 
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